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第 1 章 包括外部監査の概要 

 

1 外部監査の種類  

地方自治法第 252条の37第 1項に基づく包括外部監査  

 

2 監査の対象年度  

原則として、令和 6年度。ただし、必要に応じて他年度も監査対象とした。  

 

3 包括外部監査人及び補助者  

名古屋市包括外部監査人  新開  章 （税理士）  

同補助者         米津 覚登（税理士）  

同補助者             片山映理子（税理士）  

同補助者             髙井 正樹（税理士） 

同補助者             筒井 敬士（公認会計士・税理士）  

同補助者             利行 淳 （公認会計士・税理士）  

同補助者             河口 航平（弁護士）  

同補助者             平松 卓也（弁護士）  

同補助者             中西 敏夫（弁護士）  

 

4 選定した特定の事件（監査テーマ） 

 「指定管理者制度に関する事務の執行及び対象施設の管理運営について」 

 

5 選定した理由及び監査対象 

指定管理者制度は、公の施設の管理運営を通じて政策目的を達成するため

の手法の一つと位置付けられ、その目的は多様化する住民ニーズに、より効果

的・効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、住

民サービスの向上や経費削減等を図ることを目的として導入されたものである。 

名古屋市においては、令和 7年 4月 1日現在 596施設について当制度を導入

している。 
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指定管理者制度の運用にあたっては、指定管理者が取組意欲を高め、自主性

や創造性を十分に発揮できるようにするなど、そのノウハウや能力が最大限発

揮される環境を整え、行政と民間事業者それぞれのノウハウや経営資源を最適

な形で組み合わせることにより、市民サービス向上と地域活性化を図ることが

求められている。 

名古屋市では、平成21年 3月に制定しその後適時に改訂を重ねている「指定

管理者制度の運用に関する指針」（以下、「指針」という。）に従って、適切な

指定管理者制度の運用に取り組んでいるところではあるが、近時の社会状況の

変化も踏まえて、制度導入施設の管理において民間事業者の能力や創意工夫を

最大限に引き出すことが不可能となる場合には、指定管理業務内容の見直しや、

市の直営等の選択肢を検討することも必要となりうるため、管理運営状況の適

切な点検・評価、及び定期的な検討を行うことが必要である。 

以上の点も踏まえ、名古屋市における指定管理者制度導入施設の管理及び財

務事務の執行が適切に行われているかを検証する必要があると考え、指定管理

者制度に関する事務の執行及び対象施設の管理運営について令和 7年度におけ

る包括外部監査のテーマとして選定した。 

 

6 利害関係 

包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方

自治法第 252条の29の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

7 監査の期間 

自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 2月 8日 

 

8 監査の手続 

指定管理者制度による公の施設の管理運営に関する財務事務の執行について、

法令等に準拠した上で効果的、効率的かつ経済的に実施されているか、指針に

沿った事務が実施されているか検討を行うため、指定管理を行っている公の施

設の管理部局に対するアンケート・ヒアリング及び関連書類の閲覧、および選
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定した施設に対する施設往査を行い、現地視察、書面確認、指定管理者へのヒ

アリングを実施した。 

また、必要な計数の再計算、分析、備品についての棚卸結果の確認を行った。 

当該監査にあたっての、主な着眼点は以下のとおりである。 

  

(1) 選定・締結に関する事項 

・指定管理者の選定手続は指針に沿って適切に実施されているか 

・指定期間の設定は適切か 

・公募方式が原則であるが、非公募方式の場合、その理由は適切か  

・公募方式の場合、応募条件及び募集期間は適切か  

・指定管理に関する協定等の締結は適正に行われているか 

 

(2) 指定管理者の業務に関する事項 

・指定管理者の業務は、協定書、仕様書等に基づき適切に行われているか 

・施設の修繕負担は協定書どおり行われているか  

・指定管理者の備品、現金等の管理は適切か 

・源泉所得税等の処理は適切か 

・施設において、安全性を損なう状況がないか 

・施設において、個人情報等の情報管理は適切になされているか 

・施設の目的外使用に関する事務は適切になされているか 

 

(3) 指定管理料の設定  

・指定管理料の算定根拠は適切か  

・指定管理料の精算は適正な帳簿に基づき行われているか 

 

(4) 利用度及び目標値の設定  

・目標設定が行われているか  

・報告及びモニタリングは適時適切に行われているか  

・指定管理制度導入の成果とその分析が適切に行われているか 
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『監査の結果』として、【指摘】又は【意見】を記載した。  

   

【指摘】とは、合規性の観点から問題があり、又は経済性、効率性、有効性、

公平性、公益性の観点に照らして妥当性を欠いており、改善すべきと考えるも

のと定義し、 【意見】とは、合規性、経済性、効率性、有効性、公平性、公

益性の観点に照らして、改善することが望ましいと考えるものと定義する。  

  

【事実関係】は、【指摘】又は【意見】の前提又は根拠となるものである。 

監査の結果確認された施設・設備における事務の状況、制度の運用状況など及

び改善されるべき問題点を記載している。 

 

本監査における指摘、意見の数は以下のとおりである。 

 

 指摘 意見 

第 2章 総論 － 8 

第 3章 個別施設に関する事項（総数） 71 98 

（内訳） 

指定管理者 48 44 

所管課 14 29 

指定管理者・所管課双方 9 25 
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第 2 章 総論 

 

1 指定管理者制度の概要 

平成15年 9月の「地方自治法の一部を改正する法律」（平成15年法律第81号）

の施行により、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の節減等を図ることを趣旨とする、指定管理者制度が創設された。 

指定管理者制度により、指定管理者に施設の使用許可を含めた包括的な管理

運営を任せることができ、また、外郭団体等に限らない民間団体を管理運営主

体とすることができるようになり、もって、施設管理の効率化、民間サービス

ノウハウの活用が可能となった。 

名古屋市においては、平成16年度以降、指定管理者制度の導入が順次進めら

れ、令和 7年度においては、596施設が導入されている。 

指定管理者の選定にあたっては、施設所管局ごとに選定委員会を設置し、原

則公募により選定が行われる。 

名古屋市の指定管理者制度は、当該制度の目的を果たすため、適切な制度運

用がなされるよう、指針が設定され、これに基づき運用がなされている。 

 

2 指定管理者制度の運用における手続の流れ 

指針によると、指定管理者制度運用の流れは、下図のとおりとなっている。

指針上は、運用の流れのみならず、PDCAサイクルが回るよう、このような表記

がなされている。 
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（「指定管理者制度の運用に関する指針）より抜粋） 

 

導入決定から、募集、選定にかかる手続を経て、指定管理者との協定が締結

される。 
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(1) 導入に関する基本的な考え方 

指定管理者制度の導入については、「公的関与のあり方に関する点検指針」

（平成15年 3月作成。以下、「点検指針」という。）の考え方を踏まえ、「代替

性」、「行政責任の確保」、「導入効果（サービス・経費の比較）」などを総合的

に勘案した上で判断するものとし、市が直営により管理運営を行う場合は、公

正性・透明性確保の観点から、その理由を公表するものとしている。 

 

(2) 選定方式 

名古屋市において、指定管理者の選定は、公募方式と非公募方式の両者が採

用されているが、指針上、原則として公募によるものとされており、非公募方

式は、限定的なものであることが示されている。 

また、指定管理者を公募により選定する施設の場合は、その旨を条例上に明

記する。公募によらない手続により選定する施設の場合は、選定手続及び選定

基準を条例上で明らかにする旨も指針上示されている。 

 

(3) 指定期間 

指針上、指定期間は原則として 4年間とされ、施設の特性等を鑑み弾力的に

3年間もしくは 5年間とすることも可能としている。また、合理的理由がある

場合には、これ以外の指定管理期間を設定することができるものとされている。 

 

(4) 指定管理料の精算 

 指定管理料は、市と指定管理者の協議により、毎年度締結する年度協定書に

おいて定められる。指定管理者の経営努力を促す観点から、指定管理料は、原

則として精算を行わないものとされている。 

 

3 各部局における指定管理者制度導入状況と監査対象とした施設 

名古屋市の公の施設において、指定管理者制度を導入している施設は 596施

設であり、下表の状況下にある。 

監査対象選定にあたっては、名古屋市監査委員監査の状況を勘案し、また、

各部局よりサンプリングされるよう、選定を行った。 
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監査は限られた監査資源を用い、効率的に実施することが求められ、名古屋

市監査委員監査、包括外部監査において監査範囲が重複することは、監査効率

の観点からは望ましいと言えず、名古屋市監査事務局との協議により、令和 7

年度監査対象や、令和 6年度（一部令和 5年度）に対象とした部局の指定管理

者については、改善措置中という観点から、原則として監査対象より除外した。 

また、監査対象選定には、対象部局から 1件以上のサンプリングを実施した。

同一部局内においては、同様の管理体制が敷かれており、問題の発生可能性と

しては、部局内では一様になっていると考えられることから、当該方針による

ものとした。 

なお、上記サンプリングによる確認となっているため、当報告書における指

摘事項は、同一部局内において監査対象外施設においても確認することが必要

である点付記する。 

 

所 管

局 
所管課等 施設数 

実地監

査対象 
監査対象検討 

防 災

危 機

管 理

局 

防災企画課 1 －  
令和6年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

ス ポ

ー ツ

市 民

局 

  

  

地域振興課 249 －  

コミュニティセンター243施

設を含む。各学区において管

理されていること等を踏まえ

除外した。 

男女平等参画推

進課 
1 1 － 

スポーツ振興課 1 －  
令和7年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

スポーツ施設課 35 － 
令和7年度の監査委員監査対

象のため除外した。 
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スポーツ戦略課 1 － 
令和7年度指定管理者制度導

入施設のため除外した。 

経 済

局 
産業企画課 1 1 － 

観 光

文 化

交 流

局 

  

国 際 交 流 課 ・

MICE推進課 
3 －  

令和6年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

文化芸術推進課 27 5 － 

歴史まちづくり

推進課 
3 1 － 

教 育

委 員

会 

  

  

生涯学習課 17 1 － 

図書館 9 －  
令和7年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

文化財保護課 1 1 － 

健 康

福 祉

局 

  

  
 

高齢福祉課 19 3 － 

地域共生推進課 1 －  
令和5年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

介護保険課 6 5 － 

障害企画課 1 －  
令和6年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

障害者支援課 1 －  
令和5年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

保護課 3 1 － 

環境薬務課 2 －  
令和6年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

子 ど

も 青

少 年

局 

子ども福祉課 2 1 － 

青少年家庭課 19 1  － 
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住 宅

都 市

局 

  

  

  

交通企画・モビ

リティ都市推進

課 

3 1 － 

住宅管理課 75 －  
令和6年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

都心まちづくり

課 
3 2 － 

名港開発振興課 1 1 － 

緑 政

土 木

局 

  

  

  

自転車利用課 95 －  
令和7年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

都市農業課 4 1 － 

東山総合公園管

理課 
1 －  

令和7年度の監査委員監査対

象のため除外した。 

緑地利活用課 11 1 － 

総計   596 27 － 

 

4 監査委員の監査の状況 

 包括外部監査は、地方自治法第 2条第14項及び第15項の規定の趣旨により実

施される点で監査委員監査と同様であり、その監査主題は同様となるものと解

される（法第 199条第 1項及び第 3項、法第 252条の37第 1項及び第 2項）。

このため、限られた監査資源の中で実施される両監査は互いに併存し協同され

ることで、もって住民の福祉に寄与するものと考えられる。 

 当該視点より、包括外部監査対象の選定においては、直近年度における監査

委員監査対象となっている監査先については、監査委員監査の状況を確認する

ことで、その対象から除外した。 

 上記選定時においては、当監査年度（令和 7年度）、監査対象年度（令和 6

年度）および過年度（令和 5年度）において、監査委員監査の状況をヒアリン

グ及び監査計画（令和 7年度）、監査結果（令和 5年度、令和 6年度）の閲覧

により下記状況を把握した。 
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・監査委員監査において、上記除外された対象課が監査対象となっている点 

・監査委員監査における手続が、指定管理者の事務運営の協定への準拠性、会

計経理の適正性や施設運営の目的適合性を含んでいる点 

・過年度監査結果に対する措置の検討が実施または計画されている点 

 監査委員監査において、事務執行の適法性や目的適合性及び会計の適正性が

監査要点として検討されており、これに基づく指摘がなされており、当該指摘

に対する措置状況の確認がなされている点を確認することができた。 

このことより、相互に重複の無い監査を実施することでより効果・効率的監

査が実施できるものと判断し、監査対象の選定の方針を決定した。 

 

5 監査の結果（総論）  

(1) 公の施設を指定管理とすべきか否かの検討状況 

指針において、指定管理者制度導入にあたっては、「点検指針の考え方を踏

まえ、「代替性」、「行政責任の確保」、「導入効果（サービス・経費の比較）」な

どを総合的に勘案した上で判断するものとする。なお、市が直営により管理運

営を行う場合は、公正性・透明性確保の観点から、その理由を公表するものと

する。」と定め、その導入時のガイドラインが詳細に記載されており、これに

沿って検討がなされるものとされている。 

一方で、指定管理者制度をやめる場合については、指針において、「いった

ん指定管理者制度を導入した施設を直営に戻す際には、事前に総務局と協議を

行うこととする。」とあり、「指定管理者制度導入施設における管理運営状況の

点検・評価について」（指針別冊）に基づいて点検・評価の上「施設の管理運

営方法や次期選定条件等を改善」するとあり、指定管理者制度を引き続き導入

するか、直営に戻すかの観点も含めた「管理運営方法」の点検・評価を行うも

のと理解される。 

一方で、この記載であると、指定管理者の管理方針と理解されることもあり、

実際に今回施設往査を行った施設においてヒアリングした限りにおいては、指

定管理者制度導入そのものを継続すべきか否か定期的に検討している施設は確

認できなかった。 
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ア 指定管理者制度の継続【意見】 

各施設における指定管理者制度の導入の継続について、「指定管理者制度導

入施設における管理運営状況の点検・評価について」（指針別冊）において、

指定期間の最終年度に実施することとしている「指定期間を通じた評価」にお

いて、管理運営方法も含めて点検・評価するものとして運用されている。しか

し、検討を部局において実施する場合、どうしても継続の傾向が強くなり、ま

た、当該検討が長期的に行われないことも考えられる。「指定管理者制度導入

施設における管理運営状況の点検・評価について」（指針別冊）において、指

定期間の最終年度に実施することとしている「指定期間を通じた評価」におい

て指定管理者制度を引き続き導入するか、直営に戻すかの観点も含めて点検・

評価するものであることを明記しておくことが望ましい。 

 

(2) 指定管理者の期間 

 上記のように、指針上、指定期間は原則として 4年間とされ、施設の特性等

を鑑み弾力的に 3年間もしくは 5年間とすることも可能としている。ただし、

合理的な理由がある場合には、これ以外の期間を定めることも例外として許容

されており、5年を超える期間を指定期間とする場合、10年間を目安とするこ

ととされている。これについて、監査人が各指定管理施設を対象にアンケート

を実施したところ、下表のように10年以上の期間との回答が 355施設あった。 

 

所管局 所管課 施設数 

スポーツ市民局 

  

スポーツ施設課 3  

地域振興課 243  

健康福祉局 

  

  

介護保険課 6  

障害企画課 1  

障害者支援課 1  

子ども青少年局 子ども福祉課 2  

住宅都市局 

  

都心まちづくり課 1  

名港開発振興課 1  
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緑政土木局 

  

  

自転車利用課 91  

都市農業課 2  

緑地利活用課 4  

総計 － 355  

 件数が多い地域振興課は、各学区連絡協議会等が指定管理者となる各地域の

コミュニティセンターであり、その性質上期間が長くなっている。また、自転

車利用課では、各地の駐輪場管理が、介護保険課においては軽費老人ホームが、

多くなっている。 

 

ア 指定管理期間【意見】 

指定管理の期間は、上述のとおり 1期あたり原則 4年間とされている。コミ

ュニティセンターのように、その施設の性質上、当該地域の協議会などに任せ

ることが概ね確定しているものなどの理由がある場合は長期の期間となること

も合理性があるともいえる。 

一方で、当該施設を取り巻く環境は時を経て変わっていく状況にある。長い

管理期間の中で競合他社の開設や、施設に係る市の計画の変更、想定外の施設

老朽化等への対応、指定管理者の方針変更、直近では物価高騰による対応など

もある。それぞれ、年度協定や適時の協議により対応できるものもあるが、当

初の基本協定の変更を必要とする変動や、明らかに優位な競合他社がいる場合

など、両者にとって、長期の指定期間が足かせになる可能性もある。 

また、施設往査時においても指定管理者側から、定期的に基本協定の見直し

ができる方が対応しやすいと回答する施設もあった。 

指針上、原則が決められている以上、長期の指定期間を設定している施設も、

現期間が終了する時点で常に適切な指定期間について再検討を行っていると思

料するが、再検討時においては、現指定管理者の意見も聞くなどして、前期の

期間に左右されることなく適時適切な指定期間の検討がなされることが望まれ

る。 
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(3) 指定管理料の精算 

 指針において、「指定管理料は、市と指定管理者の協議により、毎年度締結

する年度協定書において定めるものとする。指定管理者の経営努力を促す観点

から、指定管理料は、原則として精算を行わないものとする。ただし、修繕費

など特別の取扱いを要する経費については、実績に基づき別に精算することが

できるものとする」と規定されている。 

 

ア 指定管理料の精算について【意見】 

 今回の監査において、一部の施設について施設往査を実施したところ、原則

として、修繕費や備品購入費などの当年度に生じる需要に対応するための費用

について精算対象としていたが、軽費老人ホームなどいくつかの施設について

は、指定管理者との協定書上、上記以外の費用の一部についても、指定管理料

の額に満たない場合は差額を返還すること（精算の旨）が定められており、毎

年度精算が行われている。 

現状では協定時に予算を協議し指定管理料が設定されているため、多額の精

算額が発生することは少ない。しかし、指定管理料の精算条項があると指定管

理者の経費削減のためのインセンティブが少なくなり、使い切りの動機が発生

してしまう可能性がある。そもそもの指定管理者制度導入の意義から考えると、

民間企業の効率化を進める動機付けの観点からは望ましくないと考えられる。 

実際に経費削減が達成された場合には指定管理者の利益となり動機付けがな

され、明らかに指定管理料が大きい状況になった場合には翌年度以降の指定管

理料検討のきっかけになるなどのメリットもある。本監査で施設往査を実施し

た施設以外についても状況を確認の上、修繕費、備品購入費など予め需要が想

定しづらい費用以外についても精算を行っている施設については、精算の要否

について検討されたい。 

 

(4) 利用料金制 

  利用料金制は、 

① 利用料金を直接指定管理者の収入とすることにより自主的な経営努力

を促す 
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② 条例に定める範囲内で指定管理者が弾力的な料金設定を行うことにより、

利用者のニーズに応じた料金設定、多様なサービスの提供を可能にする 

③ 地方公共団体の収入事務等の軽減を図る 

上記を目的とし、施設の経営状況、利用料金収入の見込みと指定管理料の節

減効果や施設の特性などを勘案した上で導入される。 

 施設の利用料金は、市では無く直接指定管理者の収入となり、その分、協定

により指定管理料が調整されるものであるが、一般的に指定管理者のインセン

ティブとなり、効率的な施設運営に資するものとされる。 

 監査人が各指定管理施設を対象にアンケートを実施したところ、使用料発生

施設のうち30施設について利用料金制を導入していない旨の回答があった。 

利用料金制を導入していない部局別状況は下表のとおりである。 

 

所管局 所管課 施設数 

スポーツ市民局 スポーツ施設課 8  

スポーツ振興課 1  

観光文化交流局 文化芸術推進課 1  

歴史まちづくり推進課 1  

健康福祉局 環境薬務課 2  

高齢福祉課 2  

障害企画課 1  

障害者支援課 1  

保護課 3  

子ども青少年局 子ども福祉課 2  

青少年家庭課 2  

住宅都市局 交通企画・モビリティ

都市推進課 

3  

名港開発振興課 1  

緑政土木局 都市農業課 1  

東山総合公園管理課 1  

総計 

 

30  
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 基本的に少数であるが、高齢者施設や障害者施設など、福祉分野のものが多

い中、市営駐車場や市営プールなども含まれている。 

 

ア 利用料金制導入について 【意見】 

 指定管理者制度は、上述のとおり、公の施設管理に民間を導入することでそ

の施設管理の効率化等を図るものである。民間事業者は、基本的に営利団体で

あり、その動機は、利益確保を第一に考える。ここで一般的に利用料金制は当

該利益確保において動機付けとなる制度であり、施設の性質に合致するもので

あれば積極的に検討を行うべきものである。 

 施設の性質上、これになじまない施設もあり、それを含めるものでは無いが、

上記、駐車場やプールなど、民間も運営可能であり特定の利用者の需要に対応

する事業は当該制度導入の効果が期待できるものと考えられ、検討が望まれる。 

 

(5) 修繕費の負担 

指針上、修繕費については、「修繕費など特別の取扱いを要する経費につい

ては、実績に基づき別に精算することができるものとする」「修繕費に関する

市と指定管理者の費用分担の考え方については、募集要項及び協定書に明記す

る」などの規定があり、基本的には各基本協定書上に記載されることになる。 

記載の方法はそれぞれで異なるが、名古屋市の指定管理の協定では、一定金

額以下の修繕等は、指定管理料のうち精算対象経費として概算払で支払われ、

指定管理者が原則として直接執行することとなっているものが多いが、修繕費

そのものの定義もあいまいになっているものが多い。 

 

ア 修繕費の定義【意見】 

 協定書上等で記載される「修繕費」は、会計用語としては収益的支出のこと

を言い、一般的に言われる修繕費とは定義上、若干の差異がある。例えば、少

額備品の買替なども修繕費とするか否かの判断に差がでるものである。指定管

理者として選定される事業者は民間企業であり、民間企業の一般的な会計慣行

により処理をすることが想定される。このため、当該用語は協定書などにおい
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て定義が明確化され、運用上問題の無いように協定書が交わされることが望ま

れる。 

 

イ 突発的修繕に対する対応【意見】 

修繕は、ある程度突発的に発生する性質があり、年度協定策定時には想定外

の支出を必要とする可能性のあるものである。修繕の必要性があるにも関わら

ず、予算の関係上修繕がなされない状況下にあると、施設利用者の安全にも問

題が発生する可能性がある。指定管理者が必要と判断した修繕については、随

時市と協議し、市においては必要な予算措置を行うなど、修繕されない状況が

継続することが無いよう留意するのが望ましい。 

 

(6) 各施設における備品管理 

公の施設における備品については、市と指定管理者の協定に基づき管理する

ことが求められ、この管理は原則として協定に定めた「貸付備品の管理に関す

る事務取扱要項」に従って管理するものなっている。 

ここでいう備品は市の所有する備品であり、指定管理者はあくまでも市の施

設に附属する備品を管理する建付である。 

当該管理は、備品の異動状況を把握のうえ市に申請報告し、備品には小票を

貼付すること、備品台帳を適切に更新すること、一年に一度「物品関係内訳書」

と現物を確認することなどが定められている。 

  

ア 備品管理の状況について【意見】 

後述の「第 3章 個別施設に関する事項」において施設毎に記載しているが、

現地視察を行った多くの施設において、物品関係内訳書と現物との不整合や小

票の貼付漏れ等の誤りが発見されている。 

備品管理は残高（ストック）の管理であり、収支（フロー）の管理に重点を

置く地方公共団体においては、相対的に確認が甘くなる点であると言える。こ

の点において、今回現地視察の対象ではない施設についても当該管理が出来て

いない可能性を示唆する結果である。また実務上、備品管理については、指定

管理者の実施した棚卸結果のみにより実施を確認し実地検査が行われないケー
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スも散見されており、結果多くの施設において備品リストと現物に差がある状

況が継続している状況が見受けられる（次章参照）。 

資産管理が杜撰となることで、施設運営維持のための必要な資産を把握でき

なくなり、これにより将来支出の積算に影響する可能性がある。また、施設利

用者の便益を損ねる可能性を増加させるほか、盗難などのリスクも増加する。 

これらのリスク低減のため、市の担当各部局は備品管理の重要性を改めて認

識し、施設の備品管理について全ての指定管理者に周知すること等により、適

正な備品管理に努められたい。 

 

(7) 各施設における目的外使用 

行政財産は、地方自治法第 238条の 4第 7項において、その使用許可の定め

がされている。指定管理施設においては、協定等においてその施設の目的の事

業として定める等以外の使用は当該許可が必要である。このため、許可のない

使用は、本来認められるべきではない。 

後述の「第 3章 個別施設に関する事項」において施設毎に記載しているが、

現地視察を行ったいくつかの施設において施設の一部が目的外使用の状況にあ

るが、その申請が行われていない状況にあった。 

ただし、この場合においてもその利用は、指定管理者の施設運用上利用者の

利便性を向上させる意図をもって行われていると考えられる状況にあり、その

取り組みは評価できるものの、手続上の不備があるものといえる。 

 

ア 目的外使用許可について【意見】 

目的外使用については、原則として 1年ごとに市の許可を得る必要があり、

各施設において許可申請を行うか、協定書においてそれらの事業を含め定めら

れるべきである。 

これらの申請が各年度で行われることで、あくまでも例外的な施設利用であ

ることが認識され、これにより残置物についての意識が変わることが期待され

る。施設面積には制限があり有効利用を行う観点から、市も指定管理者も 1年

に 1度その申請・承認が行われることが望まれる。 
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また、今回現地視察の対象ではなかった施設についても当該管理が出来てい

ない可能性を示唆する結果であり、市の担当各部局は各施設についてこの点の

確認を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※巻末に、「第 3 章 個別施設に関する事項」の指摘・意見一覧表を添付して

いる。具体的事例については、報告書にてご確認いただきたい。 
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管

理
者

、
所

管
課

帰
属

先
が

明
確

に
な

っ
て

い
な

い
備

品
に

つ
い

て
は

改
め

て
指

定
管

理
者

・
観

光
文

化
交

流
局

の
両

者
に

て
協

議
の

上
、

そ
の

帰
属

先
に

つ
い

て
明

確
に

す
る

と
と

も
に

、
金

額
基

準
に

基
づ

く
備

品
台

帳
へ

の
記

載
の

必
要

性
に

つ
い

て
も

確
認

す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

イ
3
1

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

指
定

管
理

者
の

業
務

の
中

に
備

品
管

理
が

含
ま

れ
て

い
る

が
、

持
ち

運
び

可
能

な
機

器
が

備
品

台
帳

に
登

録
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に

は
、

紛
失

や
盗

難
が

生
じ

た
場

合
の

責
任

関
係

が
不

明
確

に
な

る
恐

れ
が

あ
る

。
改

修
工

事
を

行
っ

た
場

合
に

あ
わ

せ
て

機
器

を
取

得
し

た
よ

う
な

場
合

の
備

品
管

理
の

在
り

方
を

ル
ー

ル
と

し
て

明
確

に
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

ウ
3
2

●
指

定
管

理
者

不
要

な
資

産
を

整
理

す
る

こ
と

で
、

資
産

の
保

管
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

で
き

る
可

能
性

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

当
該

資
産

を
含

め
今

後
明

ら
か

に
利

用
が

見
込

ま
れ

な
い

資
産

に
つ

い
て

は
、

市
の

定
め

る
手

続
に

従
っ

て
廃

棄
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

エ
3
2

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

グ
ラ

ン
ド

ピ
ア

ノ
は

本
来

適
切

な
ピ

ア
ノ

庫
等

で
保

管
す

る
べ

き
も

の
で

あ
り

、
こ

の
ま

ま
の

状
態

が
続

く
場

合
に

は
中

古
資

産
と

し
て

の
価

値
も

低
下

し
て

い
く

恐
れ

が
あ

る
。

ま
た

地
下

喫
茶

ス
ペ

ー
ス

の
有

効
利

用
を

踏
ま

え
る

と
、

こ
の

ま
ま

仮
置

き
の

状
況

を
継

続
す

べ
き

で
は

な
い

。
名

古
屋

市
の

ほ
か

の
施

設
で

の
有

効
利

用
を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
利

用
が

難
し

い
場

合
に

は
売

却
を

す
る

な
ど

の
対

応
を

と
る

必
要

が
あ

る
。

オ
3
3

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

名
古

屋
市

の
ほ

か
の

施
設

を
含

め
て

有
効

利
用

を
検

討
す

る
と

と
も

に
、

利
用

が
難

し
い

場
合

に
は

売
却

を
す

る
な

ど
の

対
応

を
と

る
必

要
が

あ
る

。

観
光

文
化

交
流
局

　
文

化
芸
術

推
進

課

項
目

番
号

指
摘

意
見

2
3

名
古

屋
市

民
会

館

共
立

・
名

古
屋

共
立

共
同

事
業

体

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課

名
古

屋
市

公
会

堂
3

3
K
N
S
共

同
事

業
体

巻
末

1



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

カ
3
4

●
指

定
管

理
者

「
名

古
屋

市
が

設
置
す

る
施

設
管

理
等

の
用

に
供

す
る

カ
メ

ラ
に

係
る

個
人

情
報

の
保

 
護

に
関

す
る

指
針

」
（

令
和

 
7
年

 
4
月

 
1
日

施
行

）
第

 
7
条

に
従

っ
て

、
特

別
に

考
慮

す
べ

き
事

情
が

な
い

場
合

に
は
、

録
画

画
像

の
保

存
期

間
は

 
2
週

間
以

内
の

必
要

最
小

限
の

期
間

と
す

る
必

要
が

あ
る

。

キ
3
4

●
指

定
管

理
者

利
用

中
に

地
震

等
が

起
き

た
場

合
に

は
利

用
者

に
危

険
が

及
ぶ

可
能

性
が

あ
る

た
め

、
高

い
位

置
に

置
か

れ
て

い
る

花
瓶

に
つ

い
て

は
固

定
す

る
な

ど
の

配
慮

を
行

う
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

ク
3
5

●
所

管
課

避
難

器
具

の
設

置
は

消
防

法
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
お

り
、

指
定

管
理

者
か

ら
の

要
望

を
踏

ま
え

て
早

急
に

更
新

す
る

必
要

が
あ

る
。

ケ
3
5

●
指

定
管

理
者

現
状

の
業

務
で

の
P
C
の

利
用

状
況

を
踏

ま
え

る
と

個
人

情
報

を
含

む
情

報
が

デ
ス

ク
ト

ッ
プ

上
に

保
管

さ
れ

る
可

能
性

も
否

定
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

P
C
に

つ
い

て
は

少
な

く
と

も
パ

ス
ワ

ー
ド

に
よ

る
ロ

グ
イ

ン
管

理
を

行
い

、
不

特
定

多
数

が
個

人
情

報
を

保
有

す
る

可
能

性
の

あ
る

P
C
に

不
特

定
多

数
が

ア
ク

セ
ス

で
き

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

コ
3
6

●
指

定
管

理
者

貸
出

の
規

制
等

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
要

因
で

あ
れ

ば
目

標
利

用
率

の
設

定
方

法
を

見
直

し
た

う
え

で
、

現
実

的
な

目
標

利
用

率
を

設
定

し
、

利
用

率
の

向
上

に
資

す
る

よ
う

な
目

標
と

実
績

の
乖

離
の

分
析

を
行

う
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

サ
3
6

●
指

定
管

理
者

よ
り

積
極

的
な

利
用

を
促

進
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

は
、

柔
軟

な
利

用
料

金
の

設
定

を
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

シ
3
7

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

計
画

的
に

修
繕

を
実

施
し

て
い

く
た

め
に

は
指

定
管

理
者

と
観

光
文

化
交

流
局

が
連

携
し

て
取

り
組

む
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

予
算

等
の

関
係

上
、

す
ぐ

に
修

繕
対

応
を

行
う

こ
と

が
難

し
い

状
況

も
あ

る
と

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
修

繕
要

望
を

リ
ス

ト
化

し
、

優
先

的
に

修
繕

を
行

う
対

象
を

相
互

に
確

認
し

て
対

応
し

て
い

く
こ

と
な

ど
の

工
夫

が
望

ま
れ

る
。

ア
4
0

●
指

定
管

理
者

施
設

管
理

収
支

に
つ

い
て

は
施

設
の

運
営

に
関

す
る

収
支

の
状

況
を

明
ら

か
に

す
る

た
め

の
重

要
な

資
料

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

実
際

の
帳

簿
記

録
に

基
づ

い
て

正
確

に
作

成
し

、
市

に
提

出
す

る
必

要
が

あ
る

。

イ
4
0

●
所

管
課

建
物

等
に

据
え

付
け

さ
れ

て
お

ら
ず

、
個

別
の

資
産

と
し

て
存

在
し

て
お

り
、

定
期

的
に

取
り

換
え

が
生

じ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

精
算

対
象

経
費

に
含

め
て

、
名

古
屋

市
に

所
有

権
が

あ
る

備
品

と
し

て
管

理
が

で
き

る
よ

う
な

形
で

指
定

管
理

者
が

購
入

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
4
1

●
指

定
管

理
者

青
少

年
団

体
の

利
用

に
お

い
て

は
一

般
向

け
よ

り
も

申
し

込
み

が
早

く
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

な
ど

優
遇

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

利
用

者
に

よ
る

不
適

切
な

利
用

を
抑

止
す

る
観

点
か

ら
、

少
な

く
と

も
具

体
的

な
利

用
者

名
簿

の
提

示
を

受
け

た
う

え
で

サ
ン

プ
ル

で
の

確
認

を
行

う
な

ど
、

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
を

行
う

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

エ
4
2

●
指

定
管

理
者

経
営

的
な

観
点

か
ら

は
必

ず
し

も
条

例
ど

お
り

の
利

用
料

金
を

適
用

す
る

の
で

は
な

く
、

実
際

の
芸

術
文

化
活

動
と

芸
術

文
化

活
動

以
外

の
利

用
状

況
を

確
認

の
上

、
例

え
ば

芸
術

文
化

活
動

以
外

の
利

用
料

金
を

上
げ

る
な

ど
、

料
金

設
定

を
柔

軟
に

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

名
古

屋
市

公
会

堂
K
N
S
共

同
事

業
体

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課
3

3

4
3

名
古

屋
市

青
少

年
文

化
セ

ン
タ

ー

名
古

屋
市

文
化

振
興

事
業

団
・

日
本

管
財

グ
ル

ー
プ

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課

巻
末

2



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

カ
3
4

●
指

定
管

理
者

「
名

古
屋

市
が

設
置
す

る
施

設
管

理
等

の
用

に
供

す
る

カ
メ

ラ
に

係
る

個
人

情
報

の
保

 
護

に
関

す
る

指
針

」
（

令
和

 
7
年

 
4
月

 
1
日

施
行

）
第

 
7
条

に
従

っ
て

、
特

別
に

考
慮

す
べ

き
事

情
が

な
い

場
合

に
は
、

録
画

画
像

の
保

存
期

間
は

 
2
週

間
以

内
の

必
要

最
小

限
の

期
間

と
す

る
必

要
が

あ
る

。

キ
3
4

●
指

定
管

理
者

利
用

中
に

地
震

等
が

起
き

た
場

合
に

は
利

用
者

に
危

険
が

及
ぶ

可
能

性
が

あ
る

た
め

、
高

い
位

置
に

置
か

れ
て

い
る

花
瓶

に
つ

い
て

は
固

定
す

る
な

ど
の

配
慮

を
行

う
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

ク
3
5

●
所

管
課

避
難

器
具

の
設

置
は

消
防

法
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
お

り
、

指
定

管
理

者
か

ら
の

要
望

を
踏

ま
え

て
早

急
に

更
新

す
る

必
要

が
あ

る
。

ケ
3
5

●
指

定
管

理
者

現
状

の
業

務
で

の
P
C
の

利
用

状
況

を
踏

ま
え

る
と

個
人

情
報

を
含

む
情

報
が

デ
ス

ク
ト

ッ
プ

上
に

保
管

さ
れ

る
可

能
性

も
否

定
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

P
C
に

つ
い

て
は

少
な

く
と

も
パ

ス
ワ

ー
ド

に
よ

る
ロ

グ
イ

ン
管

理
を

行
い

、
不

特
定

多
数

が
個

人
情

報
を

保
有

す
る

可
能

性
の

あ
る

P
C
に

不
特

定
多

数
が

ア
ク

セ
ス

で
き

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

コ
3
6

●
指

定
管

理
者

貸
出

の
規

制
等

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
要

因
で

あ
れ

ば
目

標
利

用
率

の
設

定
方

法
を

見
直

し
た

う
え

で
、

現
実

的
な

目
標

利
用

率
を

設
定

し
、

利
用

率
の

向
上

に
資

す
る

よ
う

な
目

標
と

実
績

の
乖

離
の

分
析

を
行

う
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

サ
3
6

●
指

定
管

理
者

よ
り

積
極

的
な

利
用

を
促

進
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

は
、

柔
軟

な
利

用
料

金
の

設
定

を
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

シ
3
7

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

計
画

的
に

修
繕

を
実

施
し

て
い

く
た

め
に

は
指

定
管

理
者

と
観

光
文

化
交

流
局

が
連

携
し

て
取

り
組

む
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

予
算

等
の

関
係

上
、

す
ぐ

に
修

繕
対

応
を

行
う

こ
と

が
難

し
い

状
況

も
あ

る
と

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
修

繕
要

望
を

リ
ス

ト
化

し
、

優
先

的
に

修
繕

を
行

う
対

象
を

相
互

に
確

認
し

て
対

応
し

て
い

く
こ

と
な

ど
の

工
夫

が
望

ま
れ

る
。

ア
4
0

●
指

定
管

理
者

施
設

管
理

収
支

に
つ

い
て

は
施

設
の

運
営

に
関

す
る

収
支

の
状

況
を

明
ら

か
に

す
る

た
め

の
重

要
な

資
料

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

実
際

の
帳

簿
記

録
に

基
づ

い
て

正
確

に
作

成
し

、
市

に
提

出
す

る
必

要
が

あ
る

。

イ
4
0

●
所

管
課

建
物

等
に

据
え

付
け

さ
れ

て
お

ら
ず

、
個

別
の

資
産

と
し

て
存

在
し

て
お

り
、

定
期

的
に

取
り

換
え

が
生

じ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

精
算

対
象

経
費

に
含

め
て

、
名

古
屋

市
に

所
有

権
が

あ
る

備
品

と
し

て
管

理
が

で
き

る
よ

う
な

形
で

指
定

管
理

者
が

購
入

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
4
1

●
指

定
管

理
者

青
少

年
団

体
の

利
用

に
お

い
て

は
一

般
向

け
よ

り
も

申
し

込
み

が
早

く
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

な
ど

優
遇

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

利
用

者
に

よ
る

不
適

切
な

利
用

を
抑

止
す

る
観

点
か

ら
、

少
な

く
と

も
具

体
的

な
利

用
者

名
簿

の
提

示
を

受
け

た
う

え
で

サ
ン

プ
ル

で
の

確
認

を
行

う
な

ど
、

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
に

お
い

て
確

認
を

行
う

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

エ
4
2

●
指

定
管

理
者

経
営

的
な

観
点

か
ら

は
必

ず
し

も
条

例
ど

お
り

の
利

用
料

金
を

適
用

す
る

の
で

は
な

く
、

実
際

の
芸

術
文

化
活

動
と

芸
術

文
化

活
動

以
外

の
利

用
状

況
を

確
認

の
上

、
例

え
ば

芸
術

文
化

活
動

以
外

の
利

用
料

金
を

上
げ

る
な

ど
、

料
金

設
定

を
柔

軟
に

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

名
古

屋
市

公
会

堂
K
N
S
共

同
事

業
体

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課
3

3

4
3

名
古

屋
市

青
少

年
文

化
セ

ン
タ

ー

名
古

屋
市

文
化

振
興

事
業

団
・

日
本

管
財

グ
ル

ー
プ

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課

施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

オ
4
3

●
所

管
課

他
の

施
設

の
利

用
率

が
高

い
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
他

の
用

途
へ

の
変

更
も

含
め

て
、

利
用

率
の

低
い

ビ
デ

オ
ル

ー
ム

用
の

施
設

を
上

映
会

以
外

の
利

用
を

促
進

す
る

な
ど

、
利

用
率

向
上

に
努

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

カ
4
3

●
指

定
管

理
者

指
定

管
理

者
と

し
て

利
用

率
向

上
の

た
め

の
営

業
活

動
を

さ
れ

て
い

る
旨

を
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

り
確

認
し

て
い

る
が

、
当

該
施

設
は

名
古

屋
の

中
心

地
に

所
在

し
て

い
る

と
い

う
立

地
の

観
点

と
低

額
に

設
定

さ
れ

て
い

る
利

用
料

金
の

観
点

を
踏

ま
え

る
と

、
よ

り
高

い
利

用
率

を
目

指
し

て
、

利
用

率
が

低
く

な
っ

て
い

る
理

由
を

分
析

し
な

が
ら

、
よ

り
幅

広
い

認
知

の
た

め
の

広
報

活
動

を
行

う
な

ど
し

て
、

市
の

財
産

を
最

大
限

有
効

活
用

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

キ
4
4

●
指

定
管

理
者

台
帳

に
記

載
す

る
検

査
日

の
情

報
は

実
際

に
現

物
と

台
帳

を
照

合
し

た
こ

と
を

示
す

証
跡

で
あ

り
、

記
載

漏
れ

や
誤

記
載

が
あ

る
場

合
に

は
適

切
か

つ
網

羅
的

に
検

査
が

実
施

さ
れ

て
い

な
い

と
判

断
せ

ざ
る

を
え

な
い

こ
と

か
ら

、
今

後
に

お
い

て
は

適
切

に
検

査
日

を
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

。

4
7

●
指

定
管

理
者

備
品

小
票

は
、

物
品

確
認

の
た

め
に

登
録

お
よ

び
貼

付
が

求
め

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
市

で
発

行
さ

れ
た

小
票

が
正

し
い

か
確

認
の

う
え

で
、

貼
付

す
べ

き
で

あ
る

。

4
7

●
所

管
課

全
く

同
じ

備
品

番
号

の
物

品
が

 
2
つ

登
録

さ
れ

る
こ

と
は

明
ら

か
に

不
自

然
で

あ
る

た
め

、
市

に
お

い
て

も
備

品
登

録
お

よ
び

備
品

小
票

を
発

行
す

る
際

に
最

低
限

の
確

認
を

す
べ

き
で

あ
る

。

ウ
4
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

備
品

小
票

は
、

物
品

確
認

の
た

め
に

登
録

お
よ

び
貼

付
が

求
め

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
備

品
番

号
が

更
新

さ
れ

た
場

合
に

は
更

新
後

の
備

品
番

号
が

記
載

さ
れ

た
備

品
小

票
を

貼
付

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

エ
4
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

将
来

的
に

指
定

管
理

者
が

変
わ

っ
た

と
し

て
も

継
続

的
に

管
理

が
で

き
る

よ
う

設
備

の
一

部
が

故
障

し
て

修
繕

す
る

場
合

に
購

入
さ

れ
た

物
品

（
動

産
）

の
管

理
方

法
を

検
討

し
、

ま
た

取
扱

い
を

統
一

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

オ
4
9

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

全
庁

的
な

課
題

と
思

わ
れ

る
が

、
市

の
所

有
物

で
長

期
間

未
利

用
と

な
っ

て
い

る
備

品
に

つ
い

て
は

、
「

物
品

会
計

事
務

の
手

引
き

」
に

則
り

、
他

の
部

署
に

利
用

を
募

り
、

希
望

部
署

に
譲

り
渡

す
、

保
管

転
換

処
理

を
適

切
に

実
行

で
き

る
体

制
を

整
え

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

カ
5
0

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

市
の

所
有

物
で

あ
る

と
思

わ
れ

る
雑

誌
や

書
籍

が
管

理
さ

れ
て

い
な

い
状

態
で

あ
る

た
め

、
適

切
に

管
理

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
事

業
計

画
書

に
記

載
し

て
い

る
「

閲
覧

可
能

な
関

連
資

料
の

追
加

と
入

れ
替

え
に

よ
る

情
報

コ
ー

ナ
ー

の
充

実
」

を
実

施
す

る
こ

と
が

施
設

の
利

用
促

進
に

有
用

で
あ

れ
ば

適
切

に
実

施
す

べ
き

で
あ

り
、

情
報

コ
ー

ナ
ー

を
別

の
形

で
利

用
す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

れ
ば

実
態

に
あ

わ
せ

て
事

業
計

画
書

の
記

載
を

修
正

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

キ
5
1

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

適
切

に
目

的
外

使
用

許
可

の
手

続
き

を
取

る
べ

き
で

あ
る

。
ま

た
、

電
気

料
金

の
徴

収
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

ク
5
2

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

複
数

の
施

設
を

併
せ

て
運

営
を

考
え

る
の

で
は

な
く

、
当

該
施

設
ご

と
に

運
営

が
成

り
立

つ
よ

う
当

該
施

設
の

維
持

費
を

踏
ま

え
て

適
切

な
利

用
料

金
を

設
定

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

4
3

名
古

屋
市

青
少

年
文

化
セ

ン
タ

ー

名
古

屋
市

文
化

振
興

事
業

団
・

日
本

管
財

グ
ル

ー
プ

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課

5
3

イ

名
古

屋
市

音
楽

プ
ラ

ザ

共
立

・
名

古
屋

共
立

共
同

事
業

体

観
光

文
化

交
流
局

　
文

化
芸
術

推
進

課

巻
末

3



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
5
4

●
指

定
管

理
者

名
古

屋
市

短
歌

会
館

指
定

管
理

者
業

務
仕

様
書

に
よ

れ
ば

、
環

境
維

持
管

理
業

務
の

う
ち

廃
棄

物
処

理
業

務
と

し
て

「
関

係
法

令
に

従
い

、
会

館
内

で
発

生
し

た
全

て
の

ゴ
ミ

の
収

集
・

運
搬

・
処

理
を

適
切

に
行

う
こ

と
」

と
さ

れ
て

い
る

。
施

設
の

中
で

も
倉

庫
は

多
く

無
く

、
備

品
消

耗
品

等
保

管
の

貴
重

な
ス

ペ
ー

ス
で

あ
る

。
倉

庫
内

は
整

備
し

、
ご

み
等

の
処

分
は

適
時

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

イ
5
5

●
指

定
管

理
者

隣
地

へ
伸

び
た

枝
は

、
そ

の
土

地
所

有
者

等
へ

の
迷

惑
や

そ
の

枝
の

大
き

さ
な

ど
に

よ
り

危
険

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
が

あ
る

。
特

に
隣

地
ビ

ル
の

ガ
ラ

ス
面

に
接

触
し

て
い

る
状

況
も

あ
り

、
現

状
隣

地
か

ら
の

要
請

や
苦

情
等

は
無

い
と

の
こ

と
で

あ
る

が
、

時
期

を
定

め
剪

定
し

て
い

く
べ

き
で

あ
る

。

ウ
5
6

●
指

定
管

理
者

現
状

、
応

急
処

置
を

繰
り

返
し

対
応

し
、

利
用

者
に

対
し

大
き

な
不

便
を

か
け

る
状

況
に

な
い

と
い

う
こ

と
で

あ
る

が
、

施
設

の
老

朽
化

に
よ

り
い

つ
雨

漏
り

等
が

悪
化

す
る

か
分

か
ら

ず
、

ま
た

施
設

そ
の

も
の

を
痛

め
て

い
る

状
況

下
に

あ
る

。
施

設
の

老
朽

化
の

状
況

か
ら

し
て

も
、

応
急

的
で

な
い

修
繕

処
置

が
求

め
ら

れ
る

。

5
7

●
指

定
管

理
者

市
が

再
整

備
検

討
中

で
あ

る
状

況
は

理
解

で
き

る
も

の
の

、
こ

れ
に

よ
り

大
規

模
修

繕
が

行
え

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

上
述

の
剪

定
や

雨
漏

り
対

応
な

ど
そ

れ
相

応
の

修
繕

が
発

生
す

る
こ

と
は

必
然

で
あ

る
た

め
、

そ
れ

が
指

定
管

理
者

の
責

務
で

あ
る

と
認

識
し

、
必

要
な

申
し

入
れ

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

5
7

●
所

管
課

予
算

上
す

べ
て

を
認

め
る

こ
と

は
出

来
な

く
と

も
、

少
な

く
と

も
、

こ
の

状
況

下
に

お
い

て
は

市
側

か
ら

も
管

理
者

と
積

極
的

な
協

議
を

行
い

課
題

認
識

と
対

応
を

進
め

、
必

要
に

応
じ

協
定

内
容

の
変

更
な

ど
を

し
て

い
く

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

指
定

管
理

料
に

つ
い

て
は

、
指

定
管

理
期

間
の

切
り

替
え

時
に

お
い

て
、

金
額

増
加

を
さ

れ
て

い
る

た
め

、
一

定
の

配
慮

は
見

込
ま

れ
る

が
、

指
定

管
理

者
に

対
す

る
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
深

め
る

な
ど

よ
り

一
層

の
配

慮
が

求
め

ら
れ

る
。

オ
5
8

●
所

管
課

現
状

の
使

用
料

体
系

に
つ

い
て

改
定

を
行

う
ま

た
は

改
定

検
討

を
実

施
し

て
い

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

カ
5
9

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

担
当

者
に

よ
る

帳
簿

に
よ

る
統

制
は

、
誤

り
防

止
の

行
為

と
し

て
は

望
ま

れ
る

も
の

で
あ

る
。

一
方

で
、

当
該

帳
簿

を
鉛

筆
で

書
き

消
し

ゴ
ム

で
消

す
行

為
は

、
誤

っ
て

消
し

た
場

合
、

こ
の

誤
り

を
発

見
す

る
の

が
困

難
と

な
り

、
折

角
の

統
制

の
効

果
を

失
う

こ
と

に
な

る
。

予
約

日
欄

と
消

込
欄

を
別

で
記

載
す

る
、

消
し

ゴ
ム

で
無

く
、

斜
線

な
ど

の
し

る
し

を
つ

け
る

こ
と

と
し

、
履

歴
が

残
る

よ
う

に
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
当

該
統

制
は

た
ま

に
見

ら
れ

る
統

制
手

法
で

あ
り

、
市

が
監

査
等

行
う

際
に

は
（

別
施

設
に

お
い

て
も

）
指

導
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

キ
6
0

●
指

定
管

理
者

予
約

キ
ャ

ン
セ

ル
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

例
え

ば
、

予
約

に
つ

い
て

一
定

期
限

前
ま

で
に

本
申

請
（

つ
ま

り
使

用
料

納
付

と
使

用
許

可
）

に
至

ら
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
予

約
が

自
動

的
に

キ
ャ

ン
セ

ル
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
等

公
平

性
が

保
た

れ
る

よ
う

な
ル

ー
ル

化
を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ク
6
1

●
所

管
課

基
本

協
定

書
に

お
い

て
、

そ
の

徴
収

事
務

の
委

託
を

規
律

し
て

い
る

が
、

使
用

料
の

徴
収

委
託

は
指

定
管

理
者

制
度

に
基

づ
く

も
の

で
は

な
い

た
め

、
指

定
管

理
に

係
る

協
定

書
に

よ
る

べ
き

で
は

な
く

、
別

途
、

使
用

料
徴

収
委

託
契

約
を

締
結

す
る

の
が

望
ま

し
い

。

6
3

名
古

屋
市

短
歌

会
館

ホ
ー

メ
ッ

ク
ス

株
式

会
社

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課

エ

巻
末

4



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
5
4

●
指

定
管

理
者

名
古

屋
市

短
歌

会
館

指
定

管
理

者
業

務
仕

様
書

に
よ

れ
ば

、
環

境
維

持
管

理
業

務
の

う
ち

廃
棄

物
処

理
業

務
と

し
て

「
関

係
法

令
に

従
い

、
会

館
内

で
発

生
し

た
全

て
の

ゴ
ミ

の
収

集
・

運
搬

・
処

理
を

適
切

に
行

う
こ

と
」

と
さ

れ
て

い
る

。
施

設
の

中
で

も
倉

庫
は

多
く

無
く

、
備

品
消

耗
品

等
保

管
の

貴
重

な
ス

ペ
ー

ス
で

あ
る

。
倉

庫
内

は
整

備
し

、
ご

み
等

の
処

分
は

適
時

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

イ
5
5

●
指

定
管

理
者

隣
地

へ
伸

び
た

枝
は

、
そ

の
土

地
所

有
者

等
へ

の
迷

惑
や

そ
の

枝
の

大
き

さ
な

ど
に

よ
り

危
険

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
が

あ
る

。
特

に
隣

地
ビ

ル
の

ガ
ラ

ス
面

に
接

触
し

て
い

る
状

況
も

あ
り

、
現

状
隣

地
か

ら
の

要
請

や
苦

情
等

は
無

い
と

の
こ

と
で

あ
る

が
、

時
期

を
定

め
剪

定
し

て
い

く
べ

き
で

あ
る

。

ウ
5
6

●
指

定
管

理
者

現
状

、
応

急
処

置
を

繰
り

返
し

対
応

し
、

利
用

者
に

対
し

大
き

な
不

便
を

か
け

る
状

況
に

な
い

と
い

う
こ

と
で

あ
る

が
、

施
設

の
老

朽
化

に
よ

り
い

つ
雨

漏
り

等
が

悪
化

す
る

か
分

か
ら

ず
、

ま
た

施
設

そ
の

も
の

を
痛

め
て

い
る

状
況

下
に

あ
る

。
施

設
の

老
朽

化
の

状
況

か
ら

し
て

も
、

応
急

的
で

な
い

修
繕

処
置

が
求

め
ら

れ
る

。

5
7

●
指

定
管

理
者

市
が

再
整

備
検

討
中

で
あ

る
状

況
は

理
解

で
き

る
も

の
の

、
こ

れ
に

よ
り

大
規

模
修

繕
が

行
え

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

上
述

の
剪

定
や

雨
漏

り
対

応
な

ど
そ

れ
相

応
の

修
繕

が
発

生
す

る
こ

と
は

必
然

で
あ

る
た

め
、

そ
れ

が
指

定
管

理
者

の
責

務
で

あ
る

と
認

識
し

、
必

要
な

申
し

入
れ

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

5
7

●
所

管
課

予
算

上
す

べ
て

を
認

め
る

こ
と

は
出

来
な

く
と

も
、

少
な

く
と

も
、

こ
の

状
況

下
に

お
い

て
は

市
側

か
ら

も
管

理
者

と
積

極
的

な
協

議
を

行
い

課
題

認
識

と
対

応
を

進
め

、
必

要
に

応
じ

協
定

内
容

の
変

更
な

ど
を

し
て

い
く

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

指
定

管
理

料
に

つ
い

て
は

、
指

定
管

理
期

間
の

切
り

替
え

時
に

お
い

て
、

金
額

増
加

を
さ

れ
て

い
る

た
め

、
一

定
の

配
慮

は
見

込
ま

れ
る

が
、

指
定

管
理

者
に

対
す

る
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
深

め
る

な
ど

よ
り

一
層

の
配

慮
が

求
め

ら
れ

る
。

オ
5
8

●
所

管
課

現
状

の
使

用
料

体
系

に
つ

い
て

改
定

を
行

う
ま

た
は

改
定

検
討

を
実

施
し

て
い

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

カ
5
9

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

担
当

者
に

よ
る

帳
簿

に
よ

る
統

制
は

、
誤

り
防

止
の

行
為

と
し

て
は

望
ま

れ
る

も
の

で
あ

る
。

一
方

で
、

当
該

帳
簿

を
鉛

筆
で

書
き

消
し

ゴ
ム

で
消

す
行

為
は

、
誤

っ
て

消
し

た
場

合
、

こ
の

誤
り

を
発

見
す

る
の

が
困

難
と

な
り

、
折

角
の

統
制

の
効

果
を

失
う

こ
と

に
な

る
。

予
約

日
欄

と
消

込
欄

を
別

で
記

載
す

る
、

消
し

ゴ
ム

で
無

く
、

斜
線

な
ど

の
し

る
し

を
つ

け
る

こ
と

と
し

、
履

歴
が

残
る

よ
う

に
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
当

該
統

制
は

た
ま

に
見

ら
れ

る
統

制
手

法
で

あ
り

、
市

が
監

査
等

行
う

際
に

は
（

別
施

設
に

お
い

て
も

）
指

導
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

キ
6
0

●
指

定
管

理
者

予
約

キ
ャ

ン
セ

ル
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

例
え

ば
、

予
約

に
つ

い
て

一
定

期
限

前
ま

で
に

本
申

請
（

つ
ま

り
使

用
料

納
付

と
使

用
許

可
）

に
至

ら
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
予

約
が

自
動

的
に

キ
ャ

ン
セ

ル
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
等

公
平

性
が

保
た

れ
る

よ
う

な
ル

ー
ル

化
を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ク
6
1

●
所

管
課

基
本

協
定

書
に

お
い

て
、

そ
の

徴
収

事
務

の
委

託
を

規
律

し
て

い
る

が
、

使
用

料
の

徴
収

委
託

は
指

定
管

理
者

制
度

に
基

づ
く

も
の

で
は

な
い

た
め

、
指

定
管

理
に

係
る

協
定

書
に

よ
る

べ
き

で
は

な
く

、
別

途
、

使
用

料
徴

収
委

託
契

約
を

締
結

す
る

の
が

望
ま

し
い

。

6
3

名
古

屋
市

短
歌

会
館

ホ
ー

メ
ッ

ク
ス

株
式

会
社

観
光

文
化

交
流

局
　

文
化

芸
術

推
進

課

エ

施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
6
3

●

所
管

課
（

歴
史

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

）

近
隣

駐
車

場
料

金
相

場
を

勘
案

し
て

、
駐

車
場

料
金

の
設

定
を

見
直

す
こ

と
が

望
ま

し
い

。

イ
6
4

●

指
定

管
理

者
、

所
管

課
（

歴
史

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

）

夜
間

の
貸

室
事

業
に

つ
い

て
、

そ
の

利
用

率
の

増
加

に
向

け
た

方
針

や
、

そ
も

そ
も

そ
れ

が
難

し
い

場
合

に
は

、
夜

間
の

閉
鎖

も
含

め
て

、
協

議
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
6
5

●
指

定
管

理
者

上
記

の
団

体
と

の
間

で
の

業
務

委
託

契
約

書
の

記
載

か
ら

す
る

と
、

指
定

管
理

者
が

行
う

指
定

管
理

業
務

の
一

部
を

委
託

し
て

い
る

の
で

あ
る

か
ら

、
事

業
報

告
書

の
第

三
者

委
託

の
頁

に
当

該
団

体
を

記
載

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ア
6
9

●

所
管

課
（

生
涯

学
習

課
）

市
は

指
定

管
理

者
の

日
々

の
運

営
に

支
障

が
生

じ
る

よ
う

な
施

設
の

老
朽

化
に

つ
い

て
、

今
後

の
修

繕
計

画
の

方
向

性
を

示
す

こ
と

が
望

ま
し

い
。

6
9

●
指

定
管

理
者

指
定

管
理

者
は

、
施

設
管

理
を

行
う

上
で

協
力

会
社

の
サ

ポ
ー

ト
な

し
で

は
業

務
遂

行
が

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

今
後

の
施

設
運

営
に

支
障

が
無

い
よ

う
協

力
会

社
と

今
後

の
事

業
の

進
め

方
に

つ
い

て
よ

り
緊

密
に

協
議

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
今

後
利

用
料

金
を

は
じ

め
と

す
る

諸
条

件
の

見
直

し
や

市
民

ニ
ー

ズ
に

合
致

し
た

講
座

・
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

す
る

な
ど

、
市

と
協

議
重

ね
施

設
運

営
状

況
の

改
善

に
努

め
ら

れ
た

い
。

7
0

●
所

管
課

市
は

、
直

近
の

指
定

管
理

期
間

に
お

い
て

、
施

設
運

営
に

支
障

が
な

い
よ

う
指

定
管

理
者

と
よ

り
一

層
の

協
議

を
重

ね
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

今
後

も
施

設
運

営
を

継
続

す
る

際
は

、
第

3
期

に
お

い
て

指
定

管
理

者
が

再
公

募
ま

で
決

定
し

な
か

っ
た

こ
と

も
加

味
し

、
当

該
施

設
管

理
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、

指
定

管
理

者
制

度
に

よ
る

運
営

の
改

善
が

第
一

で
あ

る
が

、
よ

り
適

切
な

運
営

方
法

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ア
7
2

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

都
市

公
園

法
上

の
公

園
に

設
置

さ
れ

た
も

の
で

あ
れ

ば
 
1
年

に
 
1
回

の
法

定
点

検
が

義
務

で
あ

る
が

、
当

該
施

設
は

都
市

公
園

で
は

な
い

た
め

、
法

定
点

検
の

対
象

外
と

な
っ

て
い

る
。

し
か

し
、

公
園

同
様

子
ど

も
が

使
用

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
、

設
置

か
ら

 
6
年

以
上

が
経

過
し

て
い

る
こ

と
を

鑑
み

る
に

、
安

全
性

の
担

保
の

た
め

専
門

業
者

に
よ

る
点

検
は

受
け

、
今

後
の

施
設

運
営

に
万

全
を

期
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

イ
7
3

●
指

定
管

理
者

記
録

の
保

管
を

怠
る

こ
と

に
よ

っ
て

キ
ャ

ラ
ク

タ
ー

の
使

用
に

係
る

申
請

過
程

を
確

認
で

き
ず

、
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
の

無
断

使
用

等
に

対
し

て
適

切
な

措
置

を
講

じ
ら

れ
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
。

そ
の

た
め

、
申

請
か

ら
承

認
ま

で
の

一
連

の
書

類
に

つ
い

て
は

、
デ

ー
タ

も
し

く
は

紙
で

の
保

管
を

徹
底

す
べ

き
で

あ
る

。

ウ
7
3

●
指

定
管

理
者

緑
地

管
理

業
務

の
う

ち
、

第
三

者
委

託
も

可
能

な
部

分
が

あ
れ

ば
、

定
期

的
に

見
積

比
較

を
行

う
な

ど
経

費
節

減
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

9
3

名
古

屋
市

志
段

味
古

墳
群

歴
史

の
里

し
だ

み
の

里
守

グ
ル

ー
プ

教
育

委
員

会
文

化
財

保
護

課

7
3

名
古

屋
市

旧
川

上
貞

奴
邸

（
文

化
の

み
ち

二
葉

館
）

ア
ク

テ
ィ

オ
株

式
会

社

観
光

文
化

交
流

局
　

歴
史

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

、
文

化
芸

術
推

進
課

8
3

名
古

屋
市

女
性

会
館

及
び

名
古

屋
市

男
女

平
等

参
画

推
進

セ
ン

タ
ー

有
限

会
社

ア
イ

・
テ

ィ
ー

・
オ

ー

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

（
名

古
屋

市
女

性
会

館
）

、
ス

ポ
ー

ツ
市

民
局

　
男

女
平

等
参

画
推

進
課

（
名

古
屋

市
男

女
平

等
参

画
推

進
セ

ン
タ

ー
）

イ

巻
末

5



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
7
5

●
指

定
管

理
者

利
用

者
か

ら
寄

贈
を
受

け
る

場
合

に
は

寄
贈

の
意

思
と

寄
贈

先
を

明
確

に
し

た
文

書
を

入
手

す
る

べ
き

で
あ

る
。

7
6

●
指

定
管

理
者

施
設

の
面

積
な

ど
制
約

は
あ

る
も

の
の

、
少

な
く

と
も

、
管

理
す

べ
き

棚
を

明
示

す
る

な
ど

明
確

化
し

、
混

在
さ
れ

る
リ

ス
ク

を
低

減
さ

せ
る

対
応

を
取

る
べ

き
で

あ
る

。

7
6

●
指

定
管

理
者

防
災

備
品

は
、

有
事

の
際

に
適

時
搬

出
で

き
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

地
震

の
際

に
棚

が
倒

れ
る

な
ど

し
、

備
品

が
利

用
で

き
な

く
な

る
可

能
性

も
あ

る
た

め
、

倉
庫

の
管

理
は

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

不
用

品
は

適
時

に
処

分
し

、
必

要
な

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
に

努
め

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

7
7

●
指

定
管

理
者

利
用

者
の

私
物

を
指

定
管

理
者

の
許

可
な

し
に

施
設

に
常

態
的

に
置

い
て

お
く

こ
と

は
、

利
用

者
間

の
公

平
性

を
欠

く
こ

と
と

な
り

、
ま

た
、

当
該

私
物

が
紛

失
・

盗
難

に
あ

っ
た

場
合

の
責

任
の

所
在

も
曖

昧
に

な
る

た
め

本
来

は
許

可
を

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

る
が

、
利

用
ご

と
に

持
ち

運
び

を
行

う
こ

と
が

困
難

と
思

わ
れ

る
も

の
も

中
に

は
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

指
定

管
理

者
に

許
可

を
取

っ
て

置
い

て
お

く
こ

と
や

紛
失

・
盗

難
時

に
は

利
用

者
側

の
責

任
で

あ
る

こ
と

を
明

確
に

し
て

お
く

べ
き

と
考

え
る

。

7
7

●
指

定
管

理
者

利
用

者
の

私
物

、
同

好
会

の
所

有
物

、
会

館
の

物
品

が
ま

と
め

て
保

管
さ

れ
る

倉
庫

が
施

錠
の

無
い

状
況

で
管

理
さ

れ
る

場
合

、
盗

難
紛

失
等

の
リ

ス
ク

は
高

ま
り

、
ま

た
発

生
し

た
場

合
の

原
因

特
定

が
困

難
と

な
る

。
現

状
、

倉
庫

使
用

時
に

お
い

て
は

管
理

者
に

申
し

出
た

上
で

使
用

し
て

い
る

と
の

事
で

あ
る

が
、

施
錠

及
び

鍵
の

管
理

が
厳

密
に

行
わ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

エ
7
8

●
指

定
管

理
者

金
庫

内
に

お
い

て
、

内
容

不
明

の
メ

モ
リ

を
保

管
す

る
点

に
つ

い
て

は
、

問
題

が
残

り
、

内
容

に
よ

っ
て

は
個

人
情

報
な

ど
保

管
さ

れ
る

べ
き

で
な

い
も

の
で

あ
る

可
能

性
も

あ
る

。
少

な
く

と
も

、
内

容
、

事
実

の
確

認
を

行
い

対
応

す
る

べ
き

で
あ

る
。

オ
7
8

●
指

定
管

理
者

指
定

管
理

者
は

年
に

 
1
回

「
物

品
関

係
内

訳
書

」
と

現
物

を
確

認
す

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

小
票

の
貼

付
も

れ
や

、
旧

小
票

の
ま

ま
の

も
の

な
ど

を
把

握
し

た
場

合
に

は
、

再
発

行
を

す
る

な
ど

し
て

、
現

物
と

内
訳

書
記

載
の

備
品

を
正

確
に

照
合

で
き

る
よ

う
に

す
る

べ
き

で
あ

る
。

カ
7
9

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

基
本

協
定

書
締

結
時

に
お

い
て

は
、

お
互

い
に

貸
与

備
品

の
内

訳
が

実
態

と
整

合
し

た
も

の
と

な
っ

て
い

る
か

相
互

に
確

認
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

キ
7
9

●
指

定
管

理
者

Ａ
Ｅ

Ｄ
の

利
用

は
、

一
秒

を
争

う
有

事
の

際
で

あ
る

。
Ａ

Ｅ
Ｄ

の
場

所
が

明
確

に
わ

か
ら

な
い

状
況

で
は

、
適

切
に

こ
れ

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

館
内

の
表

示
に

は
、

事
務

所
に

お
い

て
保

管
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
明

記
し

、
事

務
所

前
に

は
大

き
く

そ
こ

に
保

管
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
表

示
す

る
べ

き
で

あ
る

。

1
0

3
名

古
屋

市
熱

田
福

祉
会

館

社
会

福
祉

法
人

名
古

屋
市

熱
田

区
社

会
福

祉
協

議
会

健
康

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

イ ウ

巻
末

6



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
7
5

●
指

定
管

理
者

利
用

者
か

ら
寄

贈
を
受

け
る

場
合

に
は

寄
贈

の
意

思
と

寄
贈

先
を

明
確

に
し

た
文

書
を

入
手

す
る

べ
き

で
あ

る
。

7
6

●
指

定
管

理
者

施
設

の
面

積
な

ど
制
約

は
あ

る
も

の
の

、
少

な
く

と
も

、
管

理
す

べ
き

棚
を

明
示

す
る

な
ど

明
確

化
し

、
混

在
さ
れ

る
リ

ス
ク

を
低

減
さ

せ
る

対
応

を
取

る
べ

き
で

あ
る

。

7
6

●
指

定
管

理
者

防
災

備
品

は
、

有
事

の
際

に
適

時
搬

出
で

き
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

地
震

の
際

に
棚

が
倒

れ
る

な
ど

し
、

備
品

が
利

用
で

き
な

く
な

る
可

能
性

も
あ

る
た

め
、

倉
庫

の
管

理
は

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

不
用

品
は

適
時

に
処

分
し

、
必

要
な

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
に

努
め

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

7
7

●
指

定
管

理
者

利
用

者
の

私
物

を
指

定
管

理
者

の
許

可
な

し
に

施
設

に
常

態
的

に
置

い
て

お
く

こ
と

は
、

利
用

者
間

の
公

平
性

を
欠

く
こ

と
と

な
り

、
ま

た
、

当
該

私
物

が
紛

失
・

盗
難

に
あ

っ
た

場
合

の
責

任
の

所
在

も
曖

昧
に

な
る

た
め

本
来

は
許

可
を

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

る
が

、
利

用
ご

と
に

持
ち

運
び

を
行

う
こ

と
が

困
難

と
思

わ
れ

る
も

の
も

中
に

は
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

指
定

管
理

者
に

許
可

を
取

っ
て

置
い

て
お

く
こ

と
や

紛
失

・
盗

難
時

に
は

利
用

者
側

の
責

任
で

あ
る

こ
と

を
明

確
に

し
て

お
く

べ
き

と
考

え
る

。

7
7

●
指

定
管

理
者

利
用

者
の

私
物

、
同

好
会

の
所

有
物

、
会

館
の

物
品

が
ま

と
め

て
保

管
さ

れ
る

倉
庫

が
施

錠
の

無
い

状
況

で
管

理
さ

れ
る

場
合

、
盗

難
紛

失
等

の
リ

ス
ク

は
高

ま
り

、
ま

た
発

生
し

た
場

合
の

原
因

特
定

が
困

難
と

な
る

。
現

状
、

倉
庫

使
用

時
に

お
い

て
は

管
理

者
に

申
し

出
た

上
で

使
用

し
て

い
る

と
の

事
で

あ
る

が
、

施
錠

及
び

鍵
の

管
理

が
厳

密
に

行
わ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

エ
7
8

●
指

定
管

理
者

金
庫

内
に

お
い

て
、

内
容

不
明

の
メ

モ
リ

を
保

管
す

る
点

に
つ

い
て

は
、

問
題

が
残

り
、

内
容

に
よ

っ
て

は
個

人
情

報
な

ど
保

管
さ

れ
る

べ
き

で
な

い
も

の
で

あ
る

可
能

性
も

あ
る

。
少

な
く

と
も

、
内

容
、

事
実

の
確

認
を

行
い

対
応

す
る

べ
き

で
あ

る
。

オ
7
8

●
指

定
管

理
者

指
定

管
理

者
は

年
に

 
1
回

「
物

品
関

係
内

訳
書

」
と

現
物

を
確

認
す

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

小
票

の
貼

付
も

れ
や

、
旧

小
票

の
ま

ま
の

も
の

な
ど

を
把

握
し

た
場

合
に

は
、

再
発

行
を

す
る

な
ど

し
て

、
現

物
と

内
訳

書
記

載
の

備
品

を
正

確
に

照
合

で
き

る
よ

う
に

す
る

べ
き

で
あ

る
。

カ
7
9

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

基
本

協
定

書
締

結
時

に
お

い
て

は
、

お
互

い
に

貸
与

備
品

の
内

訳
が

実
態

と
整

合
し

た
も

の
と

な
っ

て
い

る
か

相
互

に
確

認
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

キ
7
9

●
指

定
管

理
者

Ａ
Ｅ

Ｄ
の

利
用

は
、

一
秒

を
争

う
有

事
の

際
で

あ
る

。
Ａ

Ｅ
Ｄ

の
場

所
が

明
確

に
わ

か
ら

な
い

状
況

で
は

、
適

切
に

こ
れ

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

館
内

の
表

示
に

は
、

事
務

所
に

お
い

て
保

管
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
明

記
し

、
事

務
所

前
に

は
大

き
く

そ
こ

に
保

管
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
表

示
す

る
べ

き
で

あ
る

。

1
0

3
名

古
屋

市
熱

田
福

祉
会

館

社
会

福
祉

法
人

名
古

屋
市

熱
田

区
社

会
福

祉
協

議
会

健
康

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

イ ウ

施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

8
2

●
指

定
管

理
者

コ
ロ

ナ
禍

も
あ

っ
て
看

護
系

の
職

種
の

採
用

が
難

し
い

と
い

う
状

況
が

要
因

で
あ

れ
ば

、
少

な
く

と
も

名
古

屋
市
と

体
制

変
更

に
つ

い
て

協
議

し
、

了
承

を
得

た
う

え
で

、
毎

年
度

の
事

業
計

画
書

に
お

い
て
健

康
支

援
ス

タ
ッ

フ
の

配
置

を
前

提
と

し
な

い
形

で
の

計
画

を
策

定
す

べ
き

で
あ

る
。

8
3

●
所

管
課

仮
に

健
康

支
援

ス
タ
ッ

フ
を

配
置

し
て

い
な

い
現

状
の

職
員

体
制

や
事

業
実

施
状

況
に

つ
い

て
問

題
な

い
と

考
え
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

年
度

評
価

を
行

う
上

で
考

慮
す

べ
き

事
項

で
あ

る
と

考
え

ら
れ
る

こ
と

か
ら

、
評

価
コ

メ
ン

ト
・

特
記

事
項

等
の

記
載

に
あ

た
っ

て
は

当
該

状
況

に
つ

い
て
の

名
古

屋
市

と
し

て
の

評
価

を
具

体
的

に
記

載
す

べ
き

で
あ

る
。

イ
8
3

●
所

管
課

ベ
ビ

ー
ゴ

ル
フ

場
自

体
は

そ
の

利
用

頻
度

を
踏

ま
え

る
と

現
状

に
お

い
て

有
効

に
活

用
さ

れ
て

い
る

と
は

評
価

し
が

た
い

。
市

全
体

と
し

て
資

産
を

有
効

に
活

用
す

る
と

い
う

観
点

、
利

用
者

の
安

全
性

の
観

点
、

利
用

状
況

と
維

持
管

理
コ

ス
ト

を
踏

ま
え

た
費

用
対

効
果

の
観

点
な

ど
も

踏
ま

え
て

、
引

き
続

き
ベ

ビ
ー

ゴ
ル

フ
場

と
し

て
利

用
す

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
8
4

●
指

定
管

理
者

仕
様

書
や

事
業

計
画

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
と

お
り

、
パ

ソ
コ

ン
の

ワ
イ

ヤ
ー

で
の

固
定

や
パ

ス
ワ

ー
ド

設
定

、
個

人
情

報
の

デ
ー

タ
に

つ
い

て
の

パ
ス

ワ
ー

ド
管

理
等

の
情

報
漏

洩
対

策
を

適
切

に
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。
仮

に
当

該
取

り
扱

い
に

つ
い

て
実

務
上

難
し

い
状

況
が

あ
る

よ
う

な
場

合
に

お
い

て
は

、
情

報
漏

洩
を

防
ぎ

な
が

ら
も

実
際

に
運

用
可

能
な

水
準

の
対

策
を

名
古

屋
市

と
協

議
の

上
、

講
じ

る
べ

き
で

あ
る

。

エ
8
5

●
指

定
管

理
者

公
印

に
つ

い
て

は
鍵

の
か

か
る

金
庫

等
で

保
管

す
る

と
と

も
に

、
使

用
し

た
内

容
や

枚
数

等
の

記
録

や
上

席
者

に
よ

る
確

認
を

継
続

的
に

行
う

べ
き

で
あ

る
。

オ
8
5

●
指

定
管

理
者

銀
行

印
に

つ
い

て
は

鍵
の

か
か

る
金

庫
な

い
し

は
鍵

の
か

か
る

机
の

引
出

で
保

管
す

る
よ

う
に

改
善

す
べ

き
で

あ
る

。

カ
8
5

●
指

定
管

理
者

利
用

者
か

ら
寄

贈
を

受
け

る
場

合
に

は
寄

贈
の

意
思

と
寄

贈
先

を
明

確
に

し
た

文
書

を
入

手
す

る
べ

き
で

あ
る

。

キ
8
6

●
指

定
管

理
者

物
品

が
落

下
し

た
際

に
利

用
者

や
職

員
に

危
害

が
及

ば
な

い
よ

う
に

、
物

品
の

置
き

場
所

に
つ

い
て

は
安

全
性

の
観

点
を

踏
ま

え
て

見
直

す
べ

き
で

あ
る

。

ク
8
6

●
指

定
管

理
者

利
用

者
の

私
物

を
指

定
管

理
者

の
許

可
な

し
に

施
設

に
常

態
的

に
置

い
て

お
く

こ
と

は
、

利
用

者
間

の
公

平
性

を
欠

く
こ

と
と

な
り

、
ま

た
、

当
該

私
物

が
紛

失
・

盗
難

に
あ

っ
た

場
合

の
責

任
の

所
在

も
曖

昧
に

な
る

た
め

本
来

は
許

可
を

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

る
が

、
利

用
ご

と
に

持
ち

運
び

を
行

う
こ

と
が

困
難

と
思

わ
れ

る
も

の
も

中
に

は
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

指
定

管
理

者
に

許
可

を
取

っ
て

置
い

て
お

く
こ

と
や

紛
失

・
盗

難
時

に
は

利
用

者
側

の
責

任
で

あ
る

こ
と

を
明

確
に

し
て

お
く

べ
き

と
考

え
る

。

ケ
8
7

●
指

定
管

理
者

図
書

室
を

有
効

活
用

す
る

と
い

う
観

点
か

ら
は

、
利

用
者

に
対

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
等

を
実

施
し

、
希

望
に

応
じ

た
蔵

書
の

更
新

を
行

う
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

コ
8
7

●
指

定
管

理
者

備
品

を
取

得
し

た
場

合
に

は
、

物
品

関
係

内
訳

書
を

更
新

す
る

た
め

、
市

に
対

し
て

適
切

な
報

告
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

サ
8
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

指
定

管
理

者
は

年
に

 
1
回

「
物

品
関

係
内

訳
書

」
と

現
物

を
確

認
す

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

不
鮮

明
な

記
載

に
な

っ
て

い
る

こ
と

を
把

握
し

た
場

合
に

は
、

再
発

行
を

す
る

な
ど

し
て

、
現

物
と

内
訳

書
記

載
の

備
品

を
正

確
に

照
合

で
き

る
よ

う
に

す
る

べ
き

で
あ

る
。

ア

1
1

3
名

古
屋

市
笠

寺
福

祉
会

館

社
会

福
祉

法
人

名
古

屋
市

南
区

社
会

福
祉

協
議

会

健
康

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

巻
末

7



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

シ
8
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

物
品

関
係

内
訳

書
や
関

係
書

類
に

つ
い

て
は

適
時

に
作

成
す

る
べ

き
で

あ
る

。

ス
8
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

基
本

協
定

書
締

結
時

に
お

い
て

は
お

互
い

に
貸

与
貸

付
備

品
の

内
訳

が
実

態
と

整
合

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

か
相

互
に

確
認

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。

8
9

●
指

定
管

理
者

基
本

協
定

書
に

従
っ

て
、

設
備

の
保

守
点

検
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

8
9

●
所

管
課

管
理

運
営

状
況

の
評

価
を

実
施

す
る

際
に

は
、

事
実

に
基

づ
い

て
適

切
な

評
価

を
実

施
す

る
べ

き
で

あ
る

。

ア
9
1

●
指

定
管

理
者

レ
ン

タ
ル

業
者

と
の

間
で

契
約

違
反

を
問

わ
れ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
予

め
そ

の
規

約
を

確
認

し
、

必
要

で
あ

れ
ば

レ
ン

タ
ル

業
者

と
の

間
で

、
現

在
の

扱
い

に
問

題
が

あ
る

か
否

か
の

確
認

合
意

を
と

っ
て

お
く

べ
き

で
あ

る
。

イ
9
2

●
指

定
管

理
者

可
能

な
限

り
台

帳
と

整
合

さ
せ

、
不

要
な

物
品

に
つ

い
て

廃
棄

を
含

め
て

、
そ

の
利

用
方

針
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
9
2

●
指

定
管

理
者

当
該

物
置

に
関

し
て

の
固

定
の

仕
方

に
つ

い
て

見
直

し
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

9
4

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

備
品

小
票

は
、

物
品

確
認

の
た

め
に

登
録

お
よ

び
貼

付
が

求
め

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
正

し
い

情
報

を
登

録
し

た
上

で
、

貼
付

す
べ

き
で

あ
る

。

9
4

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切

に
備

品
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

に
も

、
指

定
期

間
の

満
了

時
な

ど
適

当
な

時
期

に
、

現
地

に
赴

い
た

上
で

、
当

該
小

票
の

貼
付

状
況

を
確

認
し

、
備

品
台

帳
と

突
合

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

イ
9
5

●
指

定
管

理
者

利
用

し
て

い
な

い
物

品
の

う
ち

、
備

品
に

つ
い

て
は

、
名

古
屋

市
に

遅
滞

な
く

通
知

し
、

そ
の

他
の

物
品

に
つ

い
て

も
相

当
期

間
、

利
用

し
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
処

分
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
9
5

●
所

管
課

年
度

協
定

書
に

お
い

て
、

そ
の

徴
収

事
務

の
委

託
を

規
律

し
て

い
る

が
、

使
用

料
の

徴
収

委
託

は
指

定
管

理
者

制
度

に
基

づ
く

も
の

で
は

な
い

た
め

、
指

定
管

理
に

係
る

協
定

書
に

よ
る

べ
き

で
は

な
く

別
途

、
使

用
料

徴
収

委
託

契
約

を
締

結
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

9
6

●
指

定
管

理
者

個
人

情
報

の
適

切
な

管
理

の
観

点
か

ら
、

保
存

期
間

を
 
2
週

間
以

内
の

期
間

と
定

め
て

、
適

切
な

個
人

情
報

管
理

に
務

め
る

べ
き

で
あ

る
。

9
6

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切

に
個

人
情

報
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
ど

う
か

確
認

し
、

指
導

を
徹

底
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

オ
9
7

●
指

定
管

理
者

市
の

条
例

施
行

細
則

に
従

い
、

消
灯

後
の

喫
煙

室
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

入
所

者
に

対
し

て
、

注
意

喚
起

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

カ
9
7

●
指

定
管

理
者

市
の

条
例

施
行

細
則

に
従

い
、

飲
酒

に
つ

い
て

は
、

入
所

者
に

対
し

て
事

故
が

起
き

な
い

よ
う

定
期

的
な

注
意

喚
起

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

9
8

●
指

定
管

理
者

夫
婦

部
屋

を
単

身
者

用
の

部
屋

と
し

て
利

用
す

る
等

、
夫

婦
部

屋
の

稼
働

率
を

向
上

さ
せ

る
方

策
を

検
討

さ
れ

た
い

。

9
8

●
所

管
課

夫
婦

部
屋

の
稼

働
率

向
上

の
た

め
、

指
定

管
理

者
に

対
し

上
述

し
た

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

の
見

解
を

改
め

て
周

知
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

セ

名
古

屋
市

笠
寺

福
祉

会
館

社
会

福
祉

法
人

名
古

屋
市

南
区

社
会

福
祉

協
議

会

健
康

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

1
1

3

1
2

3
名

古
屋

市
天

白
福

祉
会

館

た
す

け
あ

い
名

古
屋

・
名

古
屋

市
天

白
区

社
会

福
祉

協
議

会
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

健
康

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

ア

名
古

屋
市

清
風

荘

社
会

福
祉

法
人

　
な

ご
や

福
祉

施
設

協
会

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

1
3

3

エ キ

巻
末

8



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

シ
8
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

物
品

関
係

内
訳

書
や
関

係
書

類
に

つ
い

て
は

適
時

に
作

成
す

る
べ

き
で

あ
る

。

ス
8
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

基
本

協
定

書
締

結
時

に
お

い
て

は
お

互
い

に
貸

与
貸

付
備

品
の

内
訳

が
実

態
と

整
合

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

か
相

互
に

確
認

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。

8
9

●
指

定
管

理
者

基
本

協
定

書
に

従
っ

て
、

設
備

の
保

守
点

検
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

8
9

●
所

管
課

管
理

運
営

状
況

の
評

価
を

実
施

す
る

際
に

は
、

事
実

に
基

づ
い

て
適

切
な

評
価

を
実

施
す

る
べ

き
で

あ
る

。

ア
9
1

●
指

定
管

理
者

レ
ン

タ
ル

業
者

と
の

間
で

契
約

違
反

を
問

わ
れ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
予

め
そ

の
規

約
を

確
認

し
、

必
要

で
あ

れ
ば

レ
ン

タ
ル

業
者

と
の

間
で

、
現

在
の

扱
い

に
問

題
が

あ
る

か
否

か
の

確
認

合
意

を
と

っ
て

お
く

べ
き

で
あ

る
。

イ
9
2

●
指

定
管

理
者

可
能

な
限

り
台

帳
と

整
合

さ
せ

、
不

要
な

物
品

に
つ

い
て

廃
棄

を
含

め
て

、
そ

の
利

用
方

針
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
9
2

●
指

定
管

理
者

当
該

物
置

に
関

し
て

の
固

定
の

仕
方

に
つ

い
て

見
直

し
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

9
4

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

備
品

小
票

は
、

物
品

確
認

の
た

め
に

登
録

お
よ

び
貼

付
が

求
め

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
正

し
い

情
報

を
登

録
し

た
上

で
、

貼
付

す
べ

き
で

あ
る

。

9
4

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切

に
備

品
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

に
も

、
指

定
期

間
の

満
了

時
な

ど
適

当
な

時
期

に
、

現
地

に
赴

い
た

上
で

、
当

該
小

票
の

貼
付

状
況

を
確

認
し

、
備

品
台

帳
と

突
合

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

イ
9
5

●
指

定
管

理
者

利
用

し
て

い
な

い
物

品
の

う
ち

、
備

品
に

つ
い

て
は

、
名

古
屋

市
に

遅
滞

な
く

通
知

し
、

そ
の

他
の

物
品

に
つ

い
て

も
相

当
期

間
、

利
用

し
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
処

分
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
9
5

●
所

管
課

年
度

協
定

書
に

お
い

て
、

そ
の

徴
収

事
務

の
委

託
を

規
律

し
て

い
る

が
、

使
用

料
の

徴
収

委
託

は
指

定
管

理
者

制
度

に
基

づ
く

も
の

で
は

な
い

た
め

、
指

定
管

理
に

係
る

協
定

書
に

よ
る

べ
き

で
は

な
く

別
途

、
使

用
料

徴
収

委
託

契
約

を
締

結
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

9
6

●
指

定
管

理
者

個
人

情
報

の
適

切
な

管
理

の
観

点
か

ら
、

保
存

期
間

を
 
2
週

間
以

内
の

期
間

と
定

め
て

、
適

切
な

個
人

情
報

管
理

に
務

め
る

べ
き

で
あ

る
。

9
6

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切

に
個

人
情

報
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
ど

う
か

確
認

し
、

指
導

を
徹

底
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

オ
9
7

●
指

定
管

理
者

市
の

条
例

施
行

細
則

に
従

い
、

消
灯

後
の

喫
煙

室
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

入
所

者
に

対
し

て
、

注
意

喚
起

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

カ
9
7

●
指

定
管

理
者

市
の

条
例

施
行

細
則

に
従

い
、

飲
酒

に
つ

い
て

は
、

入
所

者
に

対
し

て
事

故
が

起
き

な
い

よ
う

定
期

的
な

注
意

喚
起

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

9
8

●
指

定
管

理
者

夫
婦

部
屋

を
単

身
者

用
の

部
屋

と
し

て
利

用
す

る
等

、
夫

婦
部

屋
の

稼
働

率
を

向
上

さ
せ

る
方

策
を

検
討

さ
れ

た
い

。

9
8

●
所

管
課

夫
婦

部
屋

の
稼

働
率

向
上

の
た

め
、

指
定

管
理

者
に

対
し

上
述

し
た

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

の
見

解
を

改
め

て
周

知
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

セ

名
古

屋
市

笠
寺

福
祉

会
館

社
会

福
祉

法
人

名
古

屋
市

南
区

社
会

福
祉

協
議

会

健
康

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

1
1

3

1
2

3
名

古
屋

市
天

白
福

祉
会

館

た
す

け
あ

い
名

古
屋

・
名

古
屋

市
天

白
区

社
会

福
祉

協
議

会
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

健
康

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

ア

名
古

屋
市

清
風

荘

社
会

福
祉

法
人

　
な

ご
や

福
祉

施
設

協
会

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

1
3

3

エ キ

施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ク
9
9

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

施
設

の
一

部
を

利
用

し
て

移
動

販
売

を
行

う
こ

と
自

体
が

、
社

会
生

活
上

の
便

宜
の

供
与

に
当

て
は

ま
り

、
施

設
入

所
者

の
利

益
に

適
う

も
の

と
し

て
も

、
こ

れ
は

有
料

で
営

利
行

為
を

行
う

も
の

で
あ

る
た

め
、

目
的

外
使

用
許

可
等

の
適

切
な

手
続

を
履

践
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
0
1

●
指

定
管

理
者

当
該

費
用

（
会

計
ソ

フ
ト

に
係

る
リ

ー
ス

代
）

に
つ

い
て

は
管

理
費

（
事

務
費

）
と

し
て

計
上

す
る

べ
き

も
の

で
あ

り
、

給
食

費
に

つ
い

て
は

事
業

費
と

し
て

計
上

す
る

べ
き

と
考

え
ら

れ
る

。
処

理
方

針
を

改
め

る
べ

き
で

あ
る

。

1
0
1

●
所

管
課

当
該

内
容

は
、

精
算

時
に

お
い

て
確

認
さ

れ
る

べ
き

内
容

で
あ

る
。

精
算

時
の

確
認

手
法

に
つ

い
て

再
度

検
討

の
上

、
令

和
 
6
年

度
の

指
定

管
理

料
に

つ
い

て
、

対
応

の
是

非
を

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

1
0
3

●
指

定
管

理
者

保
守

点
検

業
務

の
内

容
を

把
握

し
、

着
実

に
執

行
す

る
と

と
も

に
、

執
行

し
た

保
守

点
検

業
務

を
後

日
確

認
で

き
る

よ
う

に
記

録
簿

を
作

成
す

る
べ

き
で

あ
る

。

1
0
3

●
所

管
課

保
守

点
検

業
務

に
つ

い
て

指
定

管
理

者
が

理
解

で
き

る
よ

う
に

そ
の

内
容

を
説

明
し

、
着

実
に

執
行

で
き

る
よ

う
に

指
導

す
る

べ
き

で
あ

る
。

そ
の

上
で

、
保

守
点

検
業

務
項

目
が

、
指

定
管

理
制

度
開

始
当

初
か

ら
全

く
変

わ
っ

て
い

な
い

こ
と

が
現

状
に

即
し

な
い

な
ら

ば
、

市
は

、
適

切
な

保
守

点
検

業
務

項
目

に
つ

い
て

指
定

管
理

者
と

調
整

を
図

る
べ

き
で

あ
る

。

1
0
5

●
指

定
管

理
者

入
所

要
件

は
入

所
資

格
が

あ
る

か
な

い
か

を
判

定
す

る
う

え
で

極
め

て
重

要
な

要
件

で
あ

る
。

よ
っ

て
、

入
所

後
に

も
継

続
的

に
入

所
要

件
を

確
認

す
る

べ
き

で
あ

る
。

少
な

く
と

も
適

切
な

期
間

（
監

査
人

は
1
年

に
1
回

が
そ

の
期

間
と

考
え

る
）

毎
に

入
所

要
件

の
確

認
を

す
べ

き
で

あ
る

。

1
0
5

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

入
所

後
に

利
用

者
の

入
所

要
件

の
確

認
を

行
っ

て
い

な
い

こ
と

に
つ

い
て

、
市

は
、

継
続

的
に

入
所

要
件

を
確

認
す

る
よ

う
指

導
す

べ
き

で
あ

る
。

1
0
6

●
指

定
管

理
者

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

貸
付

備
品

に
つ

い
て

は
遅

滞
な

く
名

古
屋

市
に

通
知

す
る

べ
き

で
あ

る
。

1
0
6

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

貸
付

備
品

に
つ

い
て

遅
滞

な
く

名
古

屋
市

に
通

知
す

る
よ

う
指

導
を

徹
底

す
べ

き
で

あ
る

。

エ
1
0
6

●
指

定
管

理
者

貸
付

備
品

の
現

物
実
査

を
行

う
体

制
方

法
を

見
直

す
な

ど
、

正
確

な
物

品
関

係
内

訳
書

を
作

成
で

き
る

よ
う

に
す
る

べ
き

で
あ

る
。

名
古

屋
市

清
風

荘

社
会

福
祉

法
人

　
な

ご
や

福
祉

施
設

協
会

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

1
3

3

ケ

1
4

3

ア

名
古

屋
市

安
田

荘

社
会

福
祉

法
人

愛
生

福
祉

会

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

イ ウ

巻
末

9



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

1
0
8

●
指

定
管

理
者

当
該

小
票

は
、

物
品
確

認
の

た
め

に
添

付
貼

付
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、

こ
れ

を
基

に
喪

失
な

ど
の

事
実

を
確

認
す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

指
定

管
理

者
に

お
い

て
市

に
対

し
て

備
品

の
申

請
し

た
上

で
、

速
や
か

に
貼

付
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

1
0
8

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切
に

備
品

の
管

理
を

行
っ

て
い

る
か

を
評

価
す

る
た

め
に

も
、

指
定

期
間

の
満

了
時

な
ど

適
当
な

時
期

に
現

地
に

赴
い

た
上

で
、

当
該

小
票

の
貼

付
状

況
を

確
認

し
、

備
品

台
帳

と
突

合
す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
1
1

●
指

定
管

理
者

利
用

し
て

い
な

い
物

品
の

う
ち

、
備

品
に

つ
い

て
は

、
名

古
屋

市
に

遅
滞

な
く

通
知

す
る

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
そ

の
他

の
物

品
に

つ
い

て
も

相
当

期
間

、
利

用
し

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

処
分

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
1
1

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

貸
付

備
品

に
つ

い
て

遅
滞

な
く

名
古

屋
市

に
通

知
す

る
よ

う
指

導
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

1
1
1

●
所

管
課

今
回

の
施

設
内

に
存

在
す

る
動

産
類

の
処

分
に

は
相

当
な

費
用

を
要

す
る

も
の

と
想

定
さ

れ
、

ま
た

、
指

定
管

理
制

度
導

入
前

の
物

品
も

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
そ

の
費

用
負

担
に

つ
い

て
は

、
市

と
指

定
管

理
者

と
の

間
で

協
議

し
て

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
1
1
1

●
所

管
課

年
度

協
定

書
に

お
い

て
、

そ
の

徴
収

事
務

の
委

託
を

規
律

し
て

い
る

が
、

使
用

料
の

徴
収

委
託

は
指

定
管

理
者

制
度

に
基

づ
く

も
の

で
は

な
い

た
め

、
指

定
管

理
に

係
る

協
定

書
に

よ
る

べ
き

で
は

な
く

、
別

途
、

使
用

料
徴

収
委

託
契

約
を

締
結

す
る

の
が

望
ま

し
い

。

1
1
2

●
指

定
管

理
者

個
人

情
報

の
適

切
な

管
理

の
観

点
か

ら
も

、
保

存
期

間
を

 
2
週

間
以

内
の

期
間

と
定

め
て

、
適

切
な

個
人

情
報

管
理

に
務

め
る

べ
き

で
あ

る
。

1
1
2

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切

に
個

人
情

報
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

た
め

、
現

地
に

赴
く

等
に

よ
り

、
録

画
状

況
を

確
認

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

オ
1
1
3

●
指

定
管

理
者

市
の

条
例

施
行

細
則

に
従

い
、

消
灯

後
の

喫
煙

室
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

入
所

者
に

対
し

て
、

注
意

喚
起

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
1
5

●
指

定
管

理
者

当
該

費
用

に
つ

い
て

は
管

理
費

（
事

務
費

）
と

し
て

計
上

す
る

べ
き

も
の

で
あ

り
、

処
理

方
針

を
改

め
る

べ
き

で
あ

る
。

1
1
5

●
所

管
課

当
該

内
容

は
、

精
算

時
に

お
い

て
確

認
さ

れ
る

べ
き

内
容

で
あ

る
。

精
算

時
の

確
認

手
法

に
つ

い
て

再
度

検
討

の
上

、
令

和
 
6
年

度
の

指
定

管
理

料
に

つ
い

て
、

対
応

の
是

非
を

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

1
1
5

●
指

定
管

理
者

夫
婦

部
屋

を
単

身
者

用
の

部
屋

と
し

て
利

用
す

る
等

、
夫

婦
部

屋
の

稼
働

率
を

向
上

さ
せ

る
方

策
を

検
討

さ
れ

た
い

。

1
1
6

●
所

管
課

夫
婦

部
屋

の
稼

働
率

向
上

の
た

め
、

指
定

管
理

者
に

対
し

上
述

し
た

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

の
見

解
を

改
め

て
周

知
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

1
5

3

ア

名
古

屋
市

き
よ

す
み

荘

特
定

非
営

利
活

動
法

人
か

く
れ

ん
ぼ

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

イ エ カ キ

巻
末

1
0



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

1
0
8

●
指

定
管

理
者

当
該

小
票

は
、

物
品

確
認

の
た

め
に

添
付

貼
付

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
こ

れ
を

基
に

喪
失

な
ど

の
事

実
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

指
定

管
理

者
に

お
い

て
市

に
対

し
て

備
品

の
申

請
し

た
上

で
、

速
や

か
に

貼
付

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。

1
0
8

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切

に
備

品
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

に
も

、
指

定
期

間
の

満
了

時
な

ど
適

当
な

時
期

に
現

地
に

赴
い

た
上

で
、

当
該

小
票

の
貼

付
状

況
を

確
認

し
、

備
品

台
帳

と
突

合
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
1
1

●
指

定
管

理
者

利
用

し
て

い
な

い
物

品
の

う
ち

、
備

品
に

つ
い

て
は

、
名

古
屋

市
に

遅
滞

な
く

通
知

す
る

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
そ

の
他

の
物

品
に

つ
い

て
も

相
当

期
間

、
利

用
し

て
い

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

処
分

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
1
1

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

貸
付

備
品

に
つ

い
て

遅
滞

な
く

名
古

屋
市

に
通

知
す

る
よ

う
指

導
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

1
1
1

●
所

管
課

今
回

の
施

設
内

に
存

在
す

る
動

産
類

の
処

分
に

は
相

当
な

費
用

を
要

す
る

も
の

と
想

定
さ

れ
、

ま
た

、
指

定
管

理
制

度
導

入
前

の
物

品
も

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
そ

の
費

用
負

担
に

つ
い

て
は

、
市

と
指

定
管

理
者

と
の

間
で

協
議

し
て

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ウ
1
1
1

●
所

管
課

年
度

協
定

書
に

お
い

て
、

そ
の

徴
収

事
務

の
委

託
を

規
律

し
て

い
る

が
、

使
用

料
の

徴
収

委
託

は
指

定
管

理
者

制
度

に
基

づ
く

も
の

で
は

な
い

た
め

、
指

定
管

理
に

係
る

協
定

書
に

よ
る

べ
き

で
は

な
く

、
別

途
、

使
用

料
徴

収
委

託
契

約
を

締
結

す
る

の
が

望
ま

し
い

。

1
1
2

●
指

定
管

理
者

個
人

情
報

の
適

切
な

管
理

の
観

点
か

ら
も

、
保

存
期

間
を

 
2
週

間
以

内
の

期
間

と
定

め
て

、
適

切
な

個
人

情
報

管
理

に
務

め
る

べ
き

で
あ

る
。

1
1
2

●
所

管
課

指
定

管
理

者
が

適
切

に
個

人
情

報
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

た
め

、
現

地
に

赴
く

等
に

よ
り

、
録

画
状

況
を

確
認

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

オ
1
1
3

●
指

定
管

理
者

市
の

条
例

施
行

細
則

に
従

い
、

消
灯

後
の

喫
煙

室
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

入
所

者
に

対
し

て
、

注
意

喚
起

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
1
5

●
指

定
管

理
者

当
該

費
用

に
つ

い
て

は
管

理
費

（
事

務
費

）
と

し
て

計
上

す
る

べ
き

も
の

で
あ

り
、

処
理

方
針

を
改

め
る

べ
き

で
あ

る
。

1
1
5

●
所

管
課

当
該

内
容

は
、

精
算

時
に

お
い

て
確

認
さ

れ
る

べ
き

内
容

で
あ

る
。

精
算

時
の

確
認

手
法

に
つ

い
て

再
度

検
討

の
上

、
令

和
 
6
年

度
の

指
定

管
理

料
に

つ
い

て
、

対
応

の
是

非
を

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

1
1
5

●
指

定
管

理
者

夫
婦

部
屋

を
単

身
者

用
の

部
屋

と
し

て
利

用
す

る
等

、
夫

婦
部

屋
の

稼
働

率
を

向
上

さ
せ

る
方

策
を

検
討

さ
れ

た
い

。

1
1
6

●
所

管
課

夫
婦

部
屋

の
稼

働
率

向
上

の
た

め
、

指
定

管
理

者
に

対
し

上
述

し
た

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

の
見

解
を

改
め

て
周

知
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

1
5

3

ア

名
古

屋
市

き
よ

す
み

荘

特
定

非
営

利
活

動
法

人
か

く
れ

ん
ぼ

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

イ エ カ キ

施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
1
1
9

●
所

管
課

指
定

管
理

者
制

度
が

行
政

運
営

に
あ

た
っ

て
最

少
の

経
費

で
最

大
の

効
果

を
挙

げ
る

べ
く

、
市

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

と
経

費
の

節
減

等
の

効
果

を
目

的
と

し
て

導
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
す

れ
ば

、
1
0
年

間
と

い
う

長
期

の
指

定
管

理
期

間
を

継
続

さ
せ

る
場

合
に

は
、

そ
の

都
度

、
指

定
期

間
が

適
切

で
あ

る
か

等
に

つ
い

て
検

証
し

、
検

証
結

果
を

記
録

し
て

保
存

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
1
2
1

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

一
部

の
図

書
の

み
が

備
品

台
帳

に
登

録
さ

れ
て

い
る

理
由

が
不

明
で

あ
り

、
そ

の
他

の
図

書
に

つ
い

て
も

、
市

の
所

有
物

で
あ

る
の

か
指

定
管

理
者

の
所

有
物

で
あ

る
の

か
不

明
で

あ
る

（
少

な
く

と
も

、
市

の
図

書
館

か
ら

除
却

さ
れ

て
持

ち
込

ま
れ

た
図

書
は

市
の

所
有

物
で

は
な

く
な

っ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
）

た
め

、
一

定
の

ル
ー

ル
を

設
け

て
適

切
に

管
理

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

エ
1
2
2

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

物
品

管
理

の
た

め
に
備

品
台

帳
へ

の
登

録
、

お
よ

び
備

品
小

票
の

貼
付

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
た

め
、
正

し
く

登
録

し
た

上
で

、
貼

付
す

べ
き

で
あ

る
。

オ
1
2
2

●
指

定
管

理
者

市
の

条
例

施
行

細
則

に
従

い
、

消
灯

後
の

喫
煙

室
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

入
所

者
に

対
し

て
、

注
意

喚
起

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

キ
1
2
4

●
指

定
管

理
者

医
薬

用
外

劇
物

は
、
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

を
遵

守
し

て
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
現

状
で

は
、

保
管

場
所
が

区
分

さ
れ

ず
、

そ
の

表
記

も
無

い
た

め
、

継
続

し
て

保
管

す
る

場
合

に
は

同
法

を
遵

守
す
る

必
要

が
あ

る
。

1
2
5

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

施
設

の
一

部
を

マ
ッ

サ
ー

ジ
室

と
し

て
使

用
す

る
こ

と
自

体
は

、
施

設
入

所
者

の
利

益
に

適
う

も
の

と
考

え
ら

れ
る

が
、

マ
ッ

サ
ー

ジ
師

が
有

料
で

営
利

行
為

を
行

う
も

の
で

あ
る

た
め

、
目

的
外

使
用

許
可

等
の

適
切

な
手

続
を

履
践

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
2
5

●
指

定
管

理
者

自
由

に
侵

入
可

能
な

部
屋

の
机

上
に

個
人

情
報

を
置

く
こ

と
は

、
個

人
情

報
保

護
法

の
問

題
に

あ
た

り
、

指
定

管
理

者
は

マ
ッ

サ
ー

ジ
師

に
対

し
厳

し
く

指
導

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

レ
タ

ー
パ

ッ
ク

な
ど

の
換

金
性

の
高

い
も

の
に

つ
い

て
も

、
盗

難
リ

ス
ク

が
あ

り
、

盗
難

が
あ

っ
た

際
、

管
理

者
の

責
任

問
題

に
発

展
し

か
ね

な
い

。
当

該
状

態
も

合
わ

せ
て

指
導

す
る

べ
き

で
あ

る
。

ケ
1
2
6

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

施
設

の
一

部
を

マ
ル

シ
ェ

と
し

て
使

用
す

る
こ

と
自

体
は

、
施

設
入

所
者

の
利

益
に

適
う

も
の

と
考

え
ら

れ
る

が
、

こ
れ

は
有

料
で

営
利

行
為

を
行

う
も

の
で

あ
る

た
め

、
目

的
外

使
用

許
可

等
の

適
切

な
手

続
を

履
践

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

コ
1
2
7

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

立
木

の
枝

が
折

れ
る

等
し

て
非

常
階

段
を

塞
ぐ

事
態

や
施

設
入

所
者

が
負

傷
す

る
こ

と
も

想
定

さ
れ

る
た

め
、

速
や

か
に

隣
地

所
有

者
に

越
境

し
た

枝
を

切
除

す
る

よ
う

要
望

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ク

1
6

3
名

古
屋

市
緑

寿
荘

社
会

福
祉

法
人

九
十

九
会

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

巻
末

1
1



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

サ
1
2
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

不
要

な
設

備
の

残
置

は
、

敷
地

の
有

効
利

用
に

反
す

る
も

の
で

あ
り

、
ま

た
施

設
入

所
者

が
負

傷
す

る
原

因
に

も
な

り
得

る
た

め
、

市
に

遅
滞

な
く

通
知

し
、

協
議

の
上

処
分

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

シ
1
2
9

●
指

定
管

理
者

保
証

人
が

い
る

場
合
に

は
、

入
所

契
約

書
に

従
い

、
保

証
人

に
引

き
取

っ
て

も
ら

う
べ

き
で

あ
る

。
な

お
、

保
証
人

が
い

な
い

場
合

や
相

続
人

不
明

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
亡

く
な

っ
た

施
設

利
用

者
の

私
物
を

残
置

す
る

こ
と

は
市

の
財

産
の

有
効

活
用

に
反

す
る

た
め

、
処

分
す

る
た

め
の

方
法

を
定
め

、
速

や
か

に
運

用
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ス
1
3
0

●
指

定
管

理
者

当
該

任
意

団
体

の
取

り
組

み
自

体
は

素
晴

ら
し

い
も

の
で

あ
る

た
め

、
指

定
管

理
者

の
職

員
が

業
務

時
間

内
に

当
該

任
意

団
体

の
事

務
作

業
を

行
う

こ
と

を
許

容
す

る
た

め
の

根
拠

規
定

を
明

確
に

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
ま

た
、

多
額

の
預

金
残

高
が

生
じ

る
こ

と
は

望
ま

し
く

な
い

た
め

、
使

途
等

を
含

め
た

取
扱

方
法

を
団

体
規

約
等

で
明

確
に

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ア
1
3
3

●
所

管
課

指
定

管
理

期
間

が
1
0
年

と
さ

れ
て

い
る

具
体

的
理

由
の

公
表

を
す

べ
き

で
あ

る
。

1
3
3

●
指

定
管

理
者

当
該

小
票

は
、

物
品

確
認

の
た

め
に

貼
付

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
こ

れ
を

基
に

喪
失

な
ど

の
事

実
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

速
や

か
に

貼
付

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
3
3

●
所

管
課

市
に

お
い

て
も

、
指

定
管

理
者

が
適

切
に

備
品

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

た
め

、
指

定
期

間
の

満
了

時
な

ど
適

当
な

時
期

に
、

現
地

に
赴

い
た

上
で

、
当

該
小

票
の

貼
付

状
況

を
確

認
し

、
備

品
台

帳
と

突
合

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
1
3
4

●
指

定
管

理
者

中
庭

に
植

え
ら

れ
て

い
る

も
の

は
花

な
ど

で
あ

り
、

寿
荘

と
し

て
の

品
位

を
損

な
う

も
の

で
は

な
い

と
は

思
わ

れ
る

が
、

一
部

分
と

は
い

え
中

庭
の

私
的

利
用

を
容

認
す

る
こ

と
は

入
所

者
間

の
公

平
性

を
欠

く
こ

と
か

ら
、

こ
う

し
た

中
庭

の
利

用
方

法
に

つ
い

て
、

上
記

の
問

題
点

を
ク

リ
ア

す
る

よ
う

な
方

策
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

エ
1
3
4

●
所

管
課

予
算

に
も

関
わ

る
内

容
で

あ
る

も
の

の
、

入
居

者
へ

の
対

応
も

含
め

た
十

分
な

発
電

容
量

な
ど

を
検

証
す

る
な

ど
、

大
規

模
災

害
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
も

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ア
1
3
7

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

備
品

番
号

は
台

帳
と

現
物

を
紐

づ
け

る
も

の
で

あ
り

、
こ

れ
に

よ
り

現
物

管
理

が
な

さ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
小

票
が

古
く

、
指

定
管

理
導

入
以

前
よ

り
こ

の
状

況
で

あ
っ

た
も

の
と

推
察

さ
れ

る
が

、
物

品
管

理
の

視
点

か
ら

は
一

度
備

品
番

号
等

を
精

査
し

、
小

票
の

再
発

行
な

ど
必

要
な

対
応

を
全

物
品

に
お

い
て

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

イ
1
3
7

●
所

管
課

平
成

1
6
年

度
に

取
得

さ
れ

た
も

の
は

現
在

の
指

定
管

理
者

の
責

任
で

は
な

い
も

の
の

、
備

品
を

購
入

す
る

際
に

は
、

購
入

費
用

が
無

駄
に

な
る

こ
と

が
な

い
よ

う
必

要
性

を
十

分
に

考
慮

し
た

上
で

決
定

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
3
8

●
指

定
管

理
者

現
金

や
通

帳
等

の
貴

重
品

は
、

紛
失

、
盗

難
、

横
領

等
を

避
け

る
た

め
適

切
に

管
理

さ
れ

る
必

要
が

あ
り

、
そ

の
た

め
に

預
か

り
金

管
理

要
領

が
定

め
ら

れ
て

い
る

の
で

あ
る

か
ら

、
同

要
領

に
従

っ
て

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

1
3
8

●
指

定
管

理
者

入
所

時
に

お
い

て
入

所
者

が
金

品
管

理
依

頼
書

を
記

載
し

該
当

す
る

も
の

を
預

か
る

こ
と

に
な

る
が

、
入

所
後

追
加

的
に

依
頼

が
あ

っ
た

場
合

（
例

え
ば

預
り

通
帳

が
増

え
た

場
合

な
ど

）
に

は
特

段
の

依
頼

書
を

受
け

る
こ

と
な

く
、

受
け

入
れ

管
理

簿
に

記
載

し
て

い
る

の
み

と
な

っ
て

い
る

。
金

品
管

理
依

頼
は

そ
の

預
り

の
証

跡
と

な
る

も
の

で
あ

り
、

適
時

更
新

や
追

加
提

出
を

求
め

る
運

用
を

す
べ

き
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

1
6

3
名

古
屋

市
緑

寿
荘

社
会

福
祉

法
人

九
十

九
会

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

ウ

1
7

5
名

古
屋

市
寿

荘
社

会
福

祉
法

人
　

八
起

社
健

康
福

祉
局

介
護

保
険

課

イ

名
古

屋
市

笹
島

寮

社
会

福
祉

法
人

　
芳

龍
福

祉
会

健
康

福
祉

局
保

護
課

1
8

4

巻
末

1
2



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

サ
1
2
8

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

不
要

な
設

備
の

残
置

は
、

敷
地

の
有

効
利

用
に

反
す

る
も

の
で

あ
り

、
ま

た
施

設
入

所
者

が
負

傷
す

る
原

因
に

も
な

り
得

る
た

め
、

市
に

遅
滞

な
く

通
知

し
、

協
議

の
上

処
分

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

シ
1
2
9

●
指

定
管

理
者

保
証

人
が

い
る

場
合
に

は
、

入
所

契
約

書
に

従
い

、
保

証
人

に
引

き
取

っ
て

も
ら

う
べ

き
で

あ
る

。
な

お
、

保
証
人

が
い

な
い

場
合

や
相

続
人

不
明

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
亡

く
な

っ
た

施
設

利
用

者
の

私
物
を

残
置

す
る

こ
と

は
市

の
財

産
の

有
効

活
用

に
反

す
る

た
め

、
処

分
す

る
た

め
の

方
法

を
定
め

、
速

や
か

に
運

用
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ス
1
3
0

●
指

定
管

理
者

当
該

任
意

団
体

の
取

り
組

み
自

体
は

素
晴

ら
し

い
も

の
で

あ
る

た
め

、
指

定
管

理
者

の
職

員
が

業
務

時
間

内
に

当
該

任
意

団
体

の
事

務
作

業
を

行
う

こ
と

を
許

容
す

る
た

め
の

根
拠

規
定

を
明

確
に

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
ま

た
、

多
額

の
預

金
残

高
が

生
じ

る
こ

と
は

望
ま

し
く

な
い

た
め

、
使

途
等

を
含

め
た

取
扱

方
法

を
団

体
規

約
等

で
明

確
に

定
め

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

ア
1
3
3

●
所

管
課

指
定

管
理

期
間

が
1
0
年

と
さ

れ
て

い
る

具
体

的
理

由
の

公
表

を
す

べ
き

で
あ

る
。

1
3
3

●
指

定
管

理
者

当
該

小
票

は
、

物
品

確
認

の
た

め
に

貼
付

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
こ

れ
を

基
に

喪
失

な
ど

の
事

実
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

速
や

か
に

貼
付

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
3
3

●
所

管
課

市
に

お
い

て
も

、
指

定
管

理
者

が
適

切
に

備
品

管
理

を
行

っ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

た
め

、
指

定
期

間
の

満
了

時
な

ど
適

当
な

時
期

に
、

現
地

に
赴

い
た

上
で

、
当

該
小

票
の

貼
付

状
況

を
確

認
し

、
備

品
台

帳
と

突
合

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
1
3
4

●
指

定
管

理
者

中
庭

に
植

え
ら

れ
て

い
る

も
の

は
花

な
ど

で
あ

り
、

寿
荘

と
し

て
の

品
位

を
損

な
う

も
の

で
は

な
い

と
は

思
わ

れ
る

が
、

一
部

分
と

は
い

え
中

庭
の

私
的

利
用

を
容

認
す

る
こ

と
は

入
所

者
間

の
公

平
性

を
欠

く
こ

と
か

ら
、

こ
う

し
た

中
庭

の
利

用
方

法
に

つ
い

て
、

上
記

の
問

題
点

を
ク

リ
ア

す
る

よ
う

な
方

策
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

エ
1
3
4

●
所

管
課

予
算

に
も

関
わ

る
内

容
で

あ
る

も
の

の
、

入
居

者
へ

の
対

応
も

含
め

た
十

分
な

発
電

容
量

な
ど

を
検

証
す

る
な

ど
、

大
規

模
災

害
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
も

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ア
1
3
7

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

備
品

番
号

は
台

帳
と

現
物

を
紐

づ
け

る
も

の
で

あ
り

、
こ

れ
に

よ
り

現
物

管
理

が
な

さ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
小

票
が

古
く

、
指

定
管

理
導

入
以

前
よ

り
こ

の
状

況
で

あ
っ

た
も

の
と

推
察

さ
れ

る
が

、
物

品
管

理
の

視
点

か
ら

は
一

度
備

品
番

号
等

を
精

査
し

、
小

票
の

再
発

行
な

ど
必

要
な

対
応

を
全

物
品

に
お

い
て

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

イ
1
3
7

●
所

管
課

平
成

1
6
年

度
に

取
得

さ
れ

た
も

の
は

現
在

の
指

定
管

理
者

の
責

任
で

は
な

い
も

の
の

、
備

品
を

購
入

す
る

際
に

は
、

購
入

費
用

が
無

駄
に

な
る

こ
と

が
な

い
よ

う
必

要
性

を
十

分
に

考
慮

し
た

上
で

決
定

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
3
8

●
指

定
管

理
者

現
金

や
通

帳
等

の
貴

重
品

は
、

紛
失

、
盗

難
、

横
領

等
を

避
け

る
た

め
適

切
に

管
理

さ
れ

る
必

要
が

あ
り

、
そ

の
た

め
に

預
か

り
金

管
理

要
領

が
定

め
ら

れ
て

い
る

の
で

あ
る

か
ら

、
同

要
領

に
従

っ
て

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

1
3
8

●
指

定
管

理
者

入
所

時
に

お
い

て
入

所
者

が
金

品
管

理
依

頼
書

を
記

載
し

該
当

す
る

も
の

を
預

か
る

こ
と

に
な

る
が

、
入

所
後

追
加

的
に

依
頼

が
あ

っ
た

場
合

（
例

え
ば

預
り

通
帳

が
増

え
た

場
合

な
ど

）
に

は
特

段
の

依
頼

書
を

受
け

る
こ

と
な

く
、

受
け

入
れ

管
理

簿
に

記
載

し
て

い
る

の
み

と
な

っ
て

い
る

。
金

品
管

理
依

頼
は

そ
の

預
り

の
証

跡
と

な
る

も
の

で
あ

り
、

適
時

更
新

や
追

加
提

出
を

求
め

る
運

用
を

す
べ

き
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

1
6

3
名

古
屋

市
緑

寿
荘

社
会

福
祉

法
人

九
十

九
会

健
康

福
祉

局
介

護
保

険
課

ウ

1
7

5
名

古
屋

市
寿

荘
社

会
福

祉
法

人
　

八
起

社
健

康
福

祉
局

介
護

保
険

課

イ

名
古

屋
市

笹
島

寮

社
会

福
祉

法
人

　
芳

龍
福

祉
会

健
康

福
祉

局
保

護
課

1
8

4

施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

エ
1
3
9

●
指

定
管

理
者

消
防

署
か

ら
指

摘
が

さ
れ

て
い

な
い

と
し

て
も

、
消

火
器

が
落

下
し

た
場

合
に

通
行

人
と

接
触

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

、
落

下
防

止
の

た
め

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

オ
1
4
0

●
指

定
管

理
者

ラ
イ

タ
ー

は
危

険
物

で
あ

り
、

ま
た

少
額

で
あ

っ
て

も
金

銭
が

放
置

さ
れ

る
こ

と
は

入
所

者
と

の
ト

ラ
ブ

ル
の

原
因

と
な

り
得

る
た

め
、

指
定

管
理

者
に

お
い

て
定

期
的

に
施

設
内

の
見

回
り

を
行

い
、

所
有

者
不

明
の

物
品

が
放

置
さ

れ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

カ
1
4
0

●
所

管
課

本
件

施
設

は
名

古
屋

の
中

心
地

に
所

在
し

て
い

る
お

り
、

不
動

産
（

土
地

）
と

し
て

の
価

値
は

極
め

て
高

い
と

思
わ

れ
る

こ
と

か
ら

、
将

来
的

に
施

設
の

大
規

模
修

繕
・

建
て

替
え

を
検

討
す

る
に

際
し

て
は

、
施

設
を

移
転

さ
せ

る
こ

と
も

含
め

て
、

市
の

財
産

を
最

大
限

有
効

活
用

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

キ
1
4
1

●
指

定
管

理
者

名
簿

に
は

居
住

者
の

氏
名

・
生

年
月

日
な

ど
の

個
人

情
報

が
記

載
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
ら

の
漏

洩
や

盗
難

リ
ス

ク
に

備
え

る
た

め
、

鍵
の

か
か

る
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
等

に
お

い
て

保
管

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

ア
1
4
3

●
所

管
課

担
当

課
に

お
い

て
は

近
隣

に
あ

る
市

の
施

設
に

相
談

す
る

な
ど

し
、

早
急

に
解

決
に

動
く

べ
き

で
あ

る
。

も
し

ど
う

し
て

も
解

決
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

れ
ば

、
居

室
と

し
て

の
登

録
を

や
め

、
倉

庫
と

す
べ

き
で

あ
る

。

イ
1
4
4

●
指

定
管

理
者

マ
ス

タ
ー

キ
ー

に
関

し
て

は
簡

易
的

な
管

理
簿

を
使

用
す

る
な

ど
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
居

室
の

鍵
を

置
く

棚
に

つ
い

て
は

、
ふ

た
を

つ
け

る
な

ど
ワ

ン
ア

ク
シ

ョ
ン

で
は

取
れ

な
い

よ
う

に
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
1
4
4

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

本
来

、
貸

与
貸

付
備
品

の
更

新
は

、
市

の
負

担
に

よ
り

な
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

り
、

市
及

び
指

定
管

理
者

は
こ
の

点
を

理
解

し
必

要
な

手
続

と
と

も
に

備
品

更
新

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

す
で

に
指

定
管

理
者

の
負

担
に

よ
り

更
新

さ
れ

た
備

品
が

存
在

す
る

点
に

つ
い

て
、

市
に

お
い

て
は
こ

の
状

況
を

軽
視

せ
ず

、
対

応
策

を
準

備
し

て
お

く
べ

き
で

あ
る

。

エ
1
4
5

●
指

定
管

理
者

（
預

り
金

に
つ

い
て
）

指
定

管
理

者
に

お
い

て
は

適
切

に
管

理
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

オ
1
4
6

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

第
三

者
評

価
を

受
け

る
た

め
の

コ
ス

ト
が

指
定

管
理

料
で

充
当

さ
れ

て
い

る
事

実
を

踏
ま

え
る

と
、

指
定

管
理

者
と

し
て

は
第

三
者

評
価

に
よ

る
指

摘
事

項
等

を
反

映
し

た
事

業
運

営
に

取
り

組
む

べ
き

で
あ

り
、

市
に

お
い

て
も

第
三

者
評

価
の

指
摘

内
容

を
確

認
し

た
う

え
で

指
定

管
理

者
を

指
導

す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

カ
1
4
6

●
指

定
管

理
者

現
状

で
は

職
員

が
退

職
し

た
後

の
人

員
補

充
と

な
っ

て
い

る
状

況
が

認
め

ら
れ

る
た

め
、

職
員

の
退

職
意

向
等

を
踏

ま
え

て
、

サ
ー

ビ
ス

の
低

下
を

招
く

こ
と

が
な

く
必

要
な

人
員

定
数

が
満

た
さ

れ
る

よ
う

に
、

今
後

は
採

用
計

画
の

立
案

と
実

行
を

す
る

必
要

が
あ

る
。

1
8

4
名

古
屋

市
笹

島
寮

社
会

福
祉

法
人

　
芳

龍
福

祉
会

健
康

福
祉

局
保

護
課

1
9

3
名

古
屋

市
五

条
荘

社
会

福
祉

法
人

名
古

屋
厚

生
会

子
ど

も
青

少
年
局

　
子

ど
も

福
祉

課

巻
末

1
3



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
1
4
8

●
指

定
管

理
者

現
場

視
察

の
結

果
、
館

内
の

備
品

に
つ

い
て

小
票

貼
付

の
無

い
も

の
が

散
見

さ
れ

た
。

当
該

小
票

は
、

物
品

確
認
の

た
め

貼
付

が
求

め
ら

れ
こ

れ
を

基
に

喪
失

な
ど

の
事

実
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
指

定
管

理
者

は
正

し
く

貼
付

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。

イ
1
4
9

●
指

定
管

理
者

現
物

確
認

の
で

き
な
い

備
品

が
台

帳
に

存
在

し
続

け
る

こ
と

で
、

管
理

の
手

間
も

残
り

か
つ

実
態

を
表

さ
な

い
資
産

状
況

を
示

す
こ

と
に

な
る

た
め

、
名

古
屋

市
と

の
協

議
の

上
、

除
却

な
ど

台
帳

整
理

が
必
要

で
あ

る
。

ウ
1
4
9

●
指

定
管

理
者

当
該

物
品

は
施

設
に
お

け
る

舞
台

講
座

時
に

利
用

す
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

利
用

そ
の

も
の

が
否

定
さ

れ
る

も
の
で

は
な

い
。

一
方

で
、

特
段

の
申

請
な

ど
が

行
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
は

望
ま

し
く

な
く

、
目
的

外
使

用
許

可
の

手
続

を
す

べ
き

で
あ

る
。

ア
1
5
1

●
所

管
課

最
終

的
な

責
任

所
在

が
指

定
管

理
者

だ
け

な
の

か
、

各
構

成
員

に
も

追
及

で
き

る
の

か
な

ど
を

明
確

に
さ

せ
た

協
定

書
を

作
成

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

イ
1
5
3

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

減
免

手
続

利
用

者
に

関
し

て
の

利
便

性
向

上
に

向
け

て
検

討
す

る
と

と
も

に
、

管
理

事
務

所
前

の
障

害
者

駐
車

区
画

の
利

用
に

つ
い

て
注

意
喚

起
す

る
な

ど
、

対
策

を
講

じ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
1
5
4

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

担
当

者
も

詳
細

を
認
識

し
得

な
い

ほ
ど

、
相

当
以

前
か

ら
残

置
さ

れ
て

い
る

古
い

物
品

が
存

在
し

て
い

る
よ

う
で
あ

る
が

、
可

能
な

限
り

台
帳

と
整

合
さ

せ
、

不
要

な
物

品
に

つ
い

て
の

廃
棄

を
含

め
て

、
そ
の

利
用

方
針

を
検

討
す

る
べ

き
で

あ
る

。

エ
1
5
5

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

こ
う

し
た

物
品

の
管

理
は

、
最

終
的

に
処

分
す

る
際

に
、

名
古

屋
市

で
処

分
で

き
る

の
か

否
か

に
関

わ
る

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

現
実

的
に

は
、

そ
の

物
品

の
価

値
も

見
な

が
ら

、
必

要
に

応
じ

て
所

有
権

帰
属

に
つ

い
て

明
確

に
さ

せ
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ア
1
5
8

●
所

管
課

名
古

屋
市

契
約

規
則

を
参

考
に

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

指
定

管
理

料
で

実
施

で
き

る
修

繕
は

4
0
0
万

円
以

下
と

す
る
か

、
他

の
施

設
と

足
並

み
を

揃
え

る
べ

き
で

あ
る

。
さ

ら
に

、
協

定
書

に
は

金
額

が
税

込
み

で
あ

る
こ

と
を

記
載

す
る

べ
き

で
あ

る
。

イ
1
5
9

●
所

管
課

指
定

管
理

者
と

協
議

の
う

え
、

修
繕

費
の

立
替

が
高

額
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

ウ
1
5
9

●
所

管
課

こ
う

し
た

箇
所

は
利

用
者

に
損

害
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

修
繕

の
計

画
を

立
て

少
し

で
も

早
く

修
繕

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

エ
1
6
0

●
所

管
課

貸
出

備
品

が
正

確
に

管
理

さ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
た

め
に

も
管

理
業

務
報

告
書

の
収

支
状

況
の

内
訳

は
重

要
な

も
の

で
あ

り
、

実
際

の
支

出
が

確
認

で
き

る
よ

う
に

現
在

の
報

告
書

を
改

め
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

2
0

3
名

古
屋

市
青

少
年

交
流

プ
ラ

ザ

ト
ヨ

タ
エ

ン
タ

プ
ラ

イ
ズ

・
S
h
o
P
r
o

共
同

事
業

体

子
ど

も
青

少
年

局
　

青
少

年
家

庭
課

2
1

4
名

古
屋

市
営

久
屋

駐
車

場
名

鉄
協

商
グ

ル
ー

プ

住
宅

都
市

局
交

通
企

画
・

モ
ビ

リ
テ

ィ
都

市
推

進
課

2
2

3

オ
ア

シ
ス

2
1

（
公

園
・

バ
ス

タ
ー

ミ
ナ

ル
）

栄
公

園
振

興
株

式
会

社

住
宅

都
市

局
都
心

ま
ち

づ
く

り
課

巻
末

1
4



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
1
4
8

●
指

定
管

理
者

現
場

視
察

の
結

果
、
館

内
の

備
品

に
つ

い
て

小
票

貼
付

の
無

い
も

の
が

散
見

さ
れ

た
。

当
該

小
票

は
、

物
品

確
認
の

た
め

貼
付

が
求

め
ら

れ
こ

れ
を

基
に

喪
失

な
ど

の
事

実
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
指

定
管

理
者

は
正

し
く

貼
付

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。

イ
1
4
9

●
指

定
管

理
者

現
物

確
認

の
で

き
な
い

備
品

が
台

帳
に

存
在

し
続

け
る

こ
と

で
、

管
理

の
手

間
も

残
り

か
つ

実
態

を
表

さ
な

い
資
産

状
況

を
示

す
こ

と
に

な
る

た
め

、
名

古
屋

市
と

の
協

議
の

上
、

除
却

な
ど

台
帳

整
理

が
必
要

で
あ

る
。

ウ
1
4
9

●
指

定
管

理
者

当
該

物
品

は
施

設
に
お

け
る

舞
台

講
座

時
に

利
用

す
る

も
の

で
あ

り
、

そ
の

利
用

そ
の

も
の

が
否

定
さ

れ
る

も
の
で

は
な

い
。

一
方

で
、

特
段

の
申

請
な

ど
が

行
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
は

望
ま

し
く

な
く

、
目
的

外
使

用
許

可
の

手
続

を
す

べ
き

で
あ

る
。

ア
1
5
1

●
所

管
課

最
終

的
な

責
任

所
在

が
指

定
管

理
者

だ
け

な
の

か
、

各
構

成
員

に
も

追
及

で
き

る
の

か
な

ど
を

明
確

に
さ

せ
た

協
定

書
を

作
成

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

イ
1
5
3

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

減
免

手
続

利
用

者
に

関
し

て
の

利
便

性
向

上
に

向
け

て
検

討
す

る
と

と
も

に
、

管
理

事
務

所
前

の
障

害
者

駐
車

区
画

の
利

用
に

つ
い

て
注

意
喚

起
す

る
な

ど
、

対
策

を
講

じ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
1
5
4

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

担
当

者
も

詳
細

を
認
識

し
得

な
い

ほ
ど

、
相

当
以

前
か

ら
残

置
さ

れ
て

い
る

古
い

物
品

が
存

在
し

て
い

る
よ

う
で
あ

る
が

、
可

能
な

限
り

台
帳

と
整

合
さ

せ
、

不
要

な
物

品
に

つ
い

て
の

廃
棄

を
含

め
て

、
そ
の

利
用

方
針

を
検

討
す

る
べ

き
で

あ
る

。

エ
1
5
5

●
指

定
管

理
者

、
所

管
課

こ
う

し
た

物
品

の
管

理
は

、
最

終
的

に
処

分
す

る
際

に
、

名
古

屋
市

で
処

分
で

き
る

の
か

否
か

に
関

わ
る

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

現
実

的
に

は
、

そ
の

物
品

の
価

値
も

見
な

が
ら

、
必

要
に

応
じ

て
所

有
権

帰
属

に
つ

い
て

明
確

に
さ

せ
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ア
1
5
8

●
所

管
課

名
古

屋
市

契
約

規
則

を
参

考
に

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

指
定

管
理

料
で

実
施

で
き

る
修

繕
は

4
0
0
万

円
以

下
と

す
る
か

、
他

の
施

設
と

足
並

み
を

揃
え

る
べ

き
で

あ
る

。
さ

ら
に

、
協

定
書

に
は

金
額

が
税

込
み

で
あ

る
こ

と
を

記
載

す
る

べ
き

で
あ

る
。

イ
1
5
9

●
所

管
課

指
定

管
理

者
と

協
議

の
う

え
、

修
繕

費
の

立
替

が
高

額
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

ウ
1
5
9

●
所

管
課

こ
う

し
た

箇
所

は
利

用
者

に
損

害
を

与
え

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

修
繕

の
計

画
を

立
て

少
し

で
も

早
く

修
繕

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

エ
1
6
0

●
所

管
課

貸
出

備
品

が
正

確
に

管
理

さ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
た

め
に

も
管

理
業

務
報

告
書

の
収

支
状

況
の

内
訳

は
重

要
な

も
の

で
あ

り
、

実
際

の
支

出
が

確
認

で
き

る
よ

う
に

現
在

の
報

告
書

を
改

め
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

2
0

3
名

古
屋

市
青

少
年

交
流

プ
ラ

ザ

ト
ヨ

タ
エ

ン
タ

プ
ラ

イ
ズ

・
S
h
o
P
r
o

共
同

事
業

体

子
ど

も
青

少
年

局
　

青
少

年
家

庭
課

2
1

4
名

古
屋

市
営

久
屋

駐
車

場
名

鉄
協

商
グ

ル
ー

プ

住
宅

都
市

局
交

通
企

画
・

モ
ビ

リ
テ

ィ
都

市
推

進
課

2
2

3

オ
ア

シ
ス

2
1

（
公

園
・

バ
ス

タ
ー

ミ
ナ

ル
）

栄
公

園
振

興
株

式
会

社

住
宅

都
市

局
都
心

ま
ち

づ
く

り
課

施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

1
6
2

●
指

定
管

理
者

当
該

備
品

が
使

用
す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

も
の

ま
た

は
使

用
し

な
い

も
の

で
あ

る
な

ら
ば

、
事

務
取

扱
要
領

に
従

っ
て

市
に

通
知

し
、

市
の

指
示

を
仰

ぐ
べ

き
で

あ
り

、
使

用
で

き
る

も
の

な
ら

ば
、
積

極
的

に
活

用
す

べ
き

で
あ

る
。

1
6
2

●
指

定
管

理
者

上
記

ポ
ス

タ
ー

が
保

管
さ

れ
て

い
る

場
所

は
倉

庫
で

は
な

く
管

理
室

内
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

保
管

す
る

べ
き

も
の

で
あ

れ
ば

倉
庫

に
保

管
、

必
要

の
な

い
も

の
と

い
う

こ
と

で
あ

れ
ば

管
理

室
に

置
い

て
お

く
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

の
で

速
や

か
に

処
分

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
6
3

●
指

定
管

理
者

利
用

者
目

線
に

立
っ

て
お

り
、

取
組

み
自

体
は

と
て

も
良

い
こ

と
だ

が
、

指
定

管
理

者
の

自
主

事
業

と
し

て
車

椅
子

の
留

め
置

き
を

行
っ

て
い

る
以

上
、

車
椅

子
留

め
置

き
箇

所
に

つ
い

て
、

直
ち

に
目

的
外

使
用

許
可

の
手

続
を

す
べ

き
で

あ
る

。

1
6
4

●
所

管
課

市
か

ら
の

依
頼

に
よ

り
、

指
定

管
理

者
が

自
主

事
業

を
行

う
こ

と
と

な
っ

た
経

緯
を

鑑
み

れ
ば

、
当

該
自

主
事

業
に

つ
い

て
目

的
外

使
用

許
可

の
手

続
が

さ
れ

て
い

な
い

な
ら

ば
、

市
は

事
業

の
実

施
年

度
に

直
ち

に
許

可
手

続
の

不
備

に
つ

い
て

、
指

定
管

理
者

へ
指

導
す

べ
き

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

そ
の

後
現

在
ま

で
 
8
年

間
、

目
的

外
使

用
許

可
の

手
続

が
さ

れ
て

い
な

い
事

も
問

題
で

あ
る

。
市

は
、

少
な

く
と

も
毎

年
の

指
定

管
理

者
の

事
業

評
価

の
際

に
は

、
適

切
な

事
務

手
続

が
な

さ
れ

て
い

る
か

確
認

す
べ

き
で

あ
る

。

ア
1
6
6

●
指

定
管

理
者

企
業

か
ら

の
貸

与
品

も
存

す
る

こ
と

か
ら

、
紛

失
を

防
止

す
る

た
め

に
も

望
遠

鏡
自

体
に

シ
ー

ル
等

を
貼

付
し

、
各

帰
属

先
の

区
別

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

1
6
7

●
指

定
管

理
者

販
売

品
の

仕
入

方
法

の
変

更
や

販
売

品
の

追
加

状
況

を
適

切
に

管
理

す
る

た
め

、
市

と
の

協
議

内
容

を
文

書
化

し
て

最
新

の
販

売
状

態
を

確
認

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

1
6
8

●
指

定
管

理
者

自
主

事
業

の
販

売
物

品
の

在
庫

を
倉

庫
に

保
管

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

別
途

許
可

申
請

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
そ

の
た

め
、

指
定

管
理

者
に

お
い

て
現

在
の

許
可

の
範

囲
内

で
在

庫
管

理
を

行
う

か
、

別
途

許
可

申
請

を
行

う
か

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。

ウ
1
6
8

●
指

定
管

理
者

基
本

協
定

書
1
3
条

 
2
項

で
は

、
「

自
主

事
業

に
係

る
経

費
及

び
収

入
は

、
前

項
の

口
座

と
は

別
の

口
座

で
管

理
す
る

も
の

と
す

る
。

」
と

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
自

主
事

業
の

販
売

物
品

の
売

上
に

つ
い
て

は
、

現
金

管
理

で
は

な
く

、
口

座
で

の
管

理
を

徹
底

さ
れ

た
い

。

エ
1
6
8

●
指

定
管

理
者

盗
難

の
危

険
性

も
あ
る

こ
と

か
ら

、
金

庫
を

設
置

す
る

な
ど

し
た

上
で

、
早

急
に

現
金

管
理

を
改

め
る

べ
き

で
あ
る

。

1
6
9

●
所

管
課

指
定

管
理

者
の

対
象
施

設
に

屋
外

は
含

ま
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

業
務

内
容

に
植

栽
の

剪
定

業
務

は
含

ま
れ

て
い
な

い
た

め
、

指
定

管
理

者
に

指
定

管
理

料
の

範
囲

内
で

剪
定

作
業

を
実

施
さ

せ
る

の
で

あ
れ
ば

、
業

務
仕

様
書

の
変

更
や

年
度

協
定

書
で

別
途

記
載

す
る

か
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。

1
6
9

●
所

管
課

植
栽

の
除

草
・

剪
定
作

業
に

係
る

費
用

が
修

繕
工

事
費

に
計

上
さ

れ
て

い
る

た
め

、
施

設
の

小
規

模
な

修
繕

が
必
要

と
な

っ
た

際
に

、
予

算
超

過
に

よ
っ

て
指

定
管

理
者

に
お

い
て

必
要

な
小

規
模

な
修

繕
工
事

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
く

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

。
そ

の
た

め
、

今
後

、
指

定
管

理
者

の
業

務
内

容
に

植
栽

の
除

草
・

剪
定

作
業

を
加

え
る

場
合

に
は

、
当

該
作

業
に

か
か

る
費

用
を
踏

ま
え

た
指

定
管

理
料

を
設

定
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

2
3

3

ア

名
古

屋
市

営
金

城
ふ

頭
駐

車
場

名
鉄

協
商

株
式

会
社

住
宅

都
市

局
名

港
開

発
振

興
課

イ

2
4

3
稲

永
公

園
野

鳥
観

察
館

東
海

・
稲

永
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

緑
政

土
木

局
都

市
農

業
課

オイ

巻
末

1
5



施
設

名
指

定
管

理
者

所
管

課
頁

内
容

項
目

番
号

指
摘

意
見

ア
1
7
2

●
指

定
管

理
者

施
設

の
巡

視
の

際
に

放
置

物
が

な
い

か
ど

う
か

に
つ

い
て

も
確

認
を

行
っ

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る

が
、

園
内

の
利

用
者

の
安

全
管

理
の

た
め

に
も

、
大

型
の

放
置

物
に

つ
い

て
は

で
き

る
限

り
速

や
か

に
発

見
・

撤
去

で
き

る
よ

う
に

管
理

水
準

の
さ

ら
な

る
向

上
が

望
ま

れ
る

。

イ
1
7
3

●
指

定
管

理
者

自
主

事
業

と
し

て
行

う
バ

ー
ベ

キ
ュ

ー
事

業
の

運
営

に
お

い
て

は
、

公
園

の
景

観
や

利
用

者
の

安
全

を
損

な
う

よ
う

な
状

況
と

な
ら

な
い

よ
う

に
指

定
管

理
者

自
ら

が
適

切
に

管
理

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
倉

庫
で

の
冷

凍
ス

ト
ッ

カ
ー

の
一

時
的

な
保

管
は

、
許

可
申

請
等

の
手

続
を

経
て

行
う

べ
き

と
考

え
る

。

ウ
1
7
4

●
所

管
課

努
力

義
務

で
は

あ
る

も
の

の
法

令
の

趣
旨

を
踏

ま
え

て
、

車
い

す
使

用
者

用
駐

車
施

設
の

数
を

増
や

す
よ

う
な

対
策

が
望

ま
れ

る
。

エ
1
7
4

●
指

定
管

理
者

管
理

帳
簿

は
指

定
管
理

事
業

に
お

け
る

各
業

務
が

適
切

に
行

え
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

作
成

す
る

も
の

で
あ

り
、
改

め
て

担
当

者
に

よ
る

適
切

な
運

用
を

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
上

席
者

に
お

い
て

も
管
理

帳
簿

を
確

認
し

た
際

に
当

該
担

当
者

の
運

用
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

な
い

場
合

に
は

、
是
正

す
る

よ
う

に
指

導
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

オ
1
7
5

●
指

定
管

理
者

巡
回

に
よ

る
園

内
の

設
備

の
点

検
に

つ
い

て
は

重
大

事
故

防
止

の
た

め
に

非
常

に
重

要
で

あ
り

、
そ

の
判

断
過

程
に

つ
い

て
は

明
確

に
な

る
よ

う
な

形
で

記
録

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

カ
1
7
5

●
指

定
管

理
者

収
支

報
告

に
つ

い
て
は

施
設

の
運

営
に

関
す

る
収

支
の

状
況

を
明

ら
か

に
す

る
た

め
の

重
要

な
資

料
で

あ
り

、
実
際

の
帳

簿
記

録
等

に
基

づ
い

て
正

確
に

作
成

し
、

市
に

提
出

す
る

必
要

が
あ

る

2
5

4
庄

内
緑

地

名
古

屋
市

み
ど

り
の

協
会

・
ミ

ズ
ノ

グ
ル

ー
プ

緑
政

土
木

局
緑

地
利

活
用

課

個
別

施
設

に
関

す
る

事
項

　
【

指
摘

】
・

【
意

見
】

総
数

7
1

9
8

4
8

4
4

1
4

2
9

9
2
5

指
定

管
理

者
、

所
管

課

所
管

課

指
定

管
理

者

【
内

訳
】

巻
末

1
6


